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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和７年９月４日（木） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    村井 浩二   副委員長    早瀬 和信 

        委  員    斧田 秀明           岡野 秀子 

                西田いく子           䭜本 博之 

                松井 謙昌           濵地 知英 

        監査委員    中村 直幸   議  長    森田 忠彦 

４ 欠席委員                

５ 説明員   町    長  田中 祐二   総務財政課長  岡本 啓子 
 
                        会 計 管 理 者         副 町 長  村岡  篤           䭜中 一嘉 
                        兼 会 計 課 長 

        教 育 長  中道 雅夫   自治防災課長  小路 展裕 

        政策総務部長  小角 孝彦   税 務 課 長  上野 賀子 

        まちづくり推進部長  鳥取 勝憲   住民人権課長  小南 紀子 

        健康福祉部長  木村 厚江   子育て支援課長  胡麻 千代 
 
        地域活性化推進                 堀内 孝茂   福祉介護課長  䭜本 知也 
        担 当 部 長 

        教 育 次 長  東條 信也   いきいき健康課長  田村 尚子 

        秘書政策課長  小南 考弘   保険医療課長  䭜野 剛宏 

        企画担当課長  田中 信幸 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  山本 夕芽 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○村井委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日は、決算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席いただきまして

ありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 決算常任委員会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、認定第１号、令和６年度太子町一

般会計歳入歳出決算認定についての１件でございます。何とぞよろしくご審議をいただ

き、ご認定賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶

とさせていただきます。 

○村井委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を開会いたします。 

 それでは、会議に入ります。 

 この度、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件１件でございます。ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 認定第１号、令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、これを議題とい

たします。 

 本件については、説明を求める前に皆様にお諮りいたします。内容の説明につきまし

ては、まず、会計管理者から決算の概要の説明を受けます。その後、所管ごとに歳入歳

出の説明を受け、質疑を行います。全ての説明と質疑が終了した後に、討論、採決を行

いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 

 それでは、順次、説明を求めます。 

 それでは、まず、決算の概要説明を求めます。 

○嚨中会計管理者兼会計課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、令和６年度歳入歳出決算書附属説明資料に基づき、一般会
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計歳入歳出決算の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

 では、まず、資料の１頁。第１表、収支の状況の表からでございます。すみません、

１頁の第１表の収支の状況の表からでございます。 

 ①の歳入総額は、前年度に比べ３億５千３６７万９千円、５.５％増の６７億２千８

８８万５千円。②の歳出総額が前年度に比べ５億４千６２９万７千円、８.９％増の６

７億１千７９２万７千円。歳入総額から歳出総額を差し引いた③の形式収支は１千９５

万８千円となっております。 

 また、この形式収支から④の翌年度へ繰り越すべき財源６４７万８千円を差し引いた

⑤の実質収支につきましては、４４８万円となっております。 

 次に、歳入の状況でございますが、３頁、第２表、歳入決算額の状況の表をご覧くだ

さい。 

 まず、町税でございますが、前年度と比較して６千万６千円、４.３％減の１３億２

千７６８万９千円となっております。これは個人住民税と固定資産税の減となりました

が、令和６年度に実施されました定額減税により、住民税が減収した分につきましては、

地方特例交付金の歳入、約５千７００万円が増加しています。 

 続きまして、地方譲与税以下、記載の各種交付金などから、主なものについて申し上

げます。 

 ７行目の地方消費税交付金は、前年度に比べ１千４５０万７千円、５.２％増の２億

９千４４２万７千円となっております。 

 次に、地方特例交付金が５千７９４万６千円。５５８.７％増の６千８３１万８千円。

これは先ほど説明いたしました定額減税により住民税が減収した分に対する交付金など

です。 

 次に、地方交付税が１億３千２７１万６千円、６.８％増の２０億７千７５８万７千

円となっております。地方交付税の内訳としまして、普通交付税が前年度と比べて大き

く増となっている要因は、こども子育て費という項目が創設された影響などによるもの

です。 

 特別交付税は、主に公共交通に係る費用で、バスの購入費などの増によるものです。 

 次に、分担金及び負担金ですが、前年度に比べ１６９万８千円、４.９％増の３千６

６７万４千円となっています。これは、主に大阪南消防組合太子出張所のＥＳＣＯ事業

負担金の増などによるものです。 
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 使用料及び手数料につきましては、前年度に比べ９４１万７千円、１３.５％増の７

千８９５万３千円となっています。これは、主に地方公共交通運行バス使用料の増によ

るものです。 

 次に、国庫支出金ですが、前年度に比べ１億３千３５９万６千円、１４.１％増の１

０億８千１０６万６千円となっております。これは主に、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金で１億２千３００万円や、新型コロナワクチン接種の予防接種健康被害給

付費負担金で４千４００万円の増となったことなどによるものです。 

 次の府支出金は、前年度に比べ５千１９３万９千円、９.５％増の６億１２０万５千

円となっています。これは、主に介護給付・訓練等給付費等負担金で１千８００万円の

増や、障がい児通所事業給付費負担金で８００万円の増などによるものです。 

 次に、財産収入ですが、前年度に比べ５千１００万６千円、８８.４％減の６６７万

２千円となっています。これは、財産売払収入で５千４１７万円が減となったことなど

によるものです。 

 次に、寄付金ですが、前年度に比べ５千４９２万１千円、１６.６％減の２億７千５

３０万７千円となっています。これは、主にふるさと太子応援基金寄付金で５千１００

万円の減額となったことなどが要因です。 

 次の繰入金につきましては、前年度に比べ２千８６７万８千円。１１.７％増の２億

７千３２２万５千円となっております。これは、主に庁舎改修工事に充当するために、

公共施設整備基金繰入金が３千９００万円増加したことなどが要因です。 

 次に、諸収入は、前年度に比べ１千５６０万９千円、２４.３％減の４千８６９万９

千円となっております。これは、地域スポーツ施設整備事業助成金で１千６００万円の

減となったことなどによるものです。 

 次の町債につきましては、前年度に比べ５千５７２万１千円、３４.２％増の２億１

千８７２万５千円となっております。これは、主にイベント広場改修事業債で４千７０

０万円、歴史資料館改修事業債で５千万円の増となりましたが、公園整備事業債で５千

４００万円と、臨時財政対策債の借入れで１千３００万円の減となったことなどによる

ものです。 

 次に、４頁中段の（２）自主財源と依存財源につきましてでございますが、次の５頁

になります。図－４、自主財源と依存財源の構成比の円グラフにありますように、令和

５年度に比べ、自主財源の比率が３７.１％から３３.４％へと３.７％の減となってお
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ります。これは、依存財源である地方交付税や国庫からの収入の増加に加え、自主財源

である財産収入や寄付金等の減少が主な要因となっております。 

 続きまして、歳出の状況でございますが、少し飛んでいただいて、１０頁となります。 

 第６表、性質別歳出決算額の状況をご覧ください。 

 表の一番上、義務的経費ですが、前年度と比べて２億１千４５４万８千円、７.３％

増の３１億３千３９９万１千円となっております。 

 この義務的経費のうち、人件費につきましては、前年度に比べ４千６８６万２千円、

３.９％増の１２億５千８３１万円となっています。これは、主に職員給が人勧等で２

千万円、退職手当が３人から５人と増えたため、２千２００万円の増となったことなど

によるものです。 

 次の扶助費は、前年度に比べ１億９千１６６万５千円、１４.７％増の１４億９千２

８３万円となっています。これは、主に低所得世帯生活支援給付金が８千４００万円の

減であったものの、定額減税調整給付金の１億３千万円の皆増や、物価高騰対応重点支

援給付金の２千９００万円の増に加え、経常の扶助費で介護給付・訓練等給付費で７千

５００万円、障がい児通所等給付費で２千８００万円。また、児童手当費において、１

０月の制度の拡大により２千７００万円の増となったことなどによるものです。 

 次に、公債費では、前年度に比べ２千３９７万９千円、５.９％減の３億８千２８５

万１千円となっております。これは、主に元利償還金のうち、平成１６年に借入れした

臨時財政対策債の償還終了などにより減となっています。 

 次の投資的経費につきましては、前年度と比べ１億２千８８１万４千円、５０.２％

増の３億８千５５７万８千円となっております。これは、主に普通建設事業費において、

庁舎改修工事請負費で９千３００万円、竹内街道資料館老築化改修工事請負費で５千９

００万円の増などによるものです。 

 続きまして、その他の経費でございます。前年度に比べ２億２９３万５千円、６.

８％増の３１億９千８３５万８千円となっております。 

 その他の経費のうち、物件費が前年度に比べ２千９２８万円、２.８％増の１０億７

千９６万８千円となっております。これは、主に予防接種委託料で３千万円、ふるさと

太子応援基金寄付金事業事務委託料で２千４００万円の減となったものの、機関システ

ム標準化・共通化業務委託料で２千９００万円、公共交通運行管理委託料で１千４００

万円、定額減税補足給付業務委託料で１千２００万円が増となったことなどによるもの
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です。 

 次の補助費等では、前年度に比べ８千７５６万７千円、１０.６％増の９億１千６１

９万４千円となっております。これは、主に予防接種健康被害救済給付金で４千４００

万円、地方公共交通活性化協議会負担金で２千３００万円、物価高騰対応重点支援事業

で１千９００万円の増となったことなどによるものです。 

 積立金は、前年に比べ４千８２２万３千円、９％増の５億８千１６６万６千円となっ

ております。これは、主にふるさと太子応援基金積立金で５千１００万円の減となった

ものの、太子まちづくり「夢」基金積立金で５千１００万円、公共施設整備基金積立金

で３千９００万円の増となったことなどによるものです。 

 繰出金につきましては、前年度に比べ３千２９２万円、５.７％増の６億６７９万３

千円となっております。これは、特に国保特会、介護特会、後期特会への繰出金で、そ

れぞれ増となったことによるものです。 

 維持補修費は、前年度に比べ４９４万５千円、２７.８％増の２千２７３万７千円と

なっています。これは、主に学校給食センター維持管理事業で２００万円の増となった

ことなどによるものです。 

 次に、少し飛んでいただきまして、１６頁をお願いします。 

 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費についてでございますが、

この表は、地方消費税交付金の社会保障財源化分について、地方税法及び総務省通知に

従い掲載しているものです。 

 次に、１７頁の（４）新型コロナウイルス感染症対策事業及び物価高騰対応重点支援

事業でございますが、第７表は、本町が６年度に実施いたしました新型コロナウイルス

感染症対策事業及び物価高騰対応重点支援事業についてまとめたものとなっております。 

 続きまして、１８頁の経常収支比率についてでございます。 

 令和６年度の経常収支比率につきましては、下の第８表に記載のとおり、表の一番下

の合計欄で、令和５年度の９３.４％から令和６年度の９４.０％、０.６ポイント増と

なっております。これは、経常的収支である地方交付税や地方消費税交付金等の増があ

りましたが、経常的支出である扶助費、補助費等が、それを超えて増加したことが要因

となっております。 

 次に、２０頁、（２）の地方債現在高の現状でございますが、令和６年度は前年度末

の現在高と比べ１億８千７４７万３千円減少し、３７億９千７９０万３千円となってお
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ります。 

 令和６年度の主な地方債発行事業としまして、庁舎維持管理事業（イベント広場改

修）、他４件を記載しております。 

 令和６年度末の地方債現在高につきましては、第１０表の下から２行目の合計に記載

がありますとおり、前年度に比べ１億８千７４７万３千円、４.７％減の３７億９千７

９０万３千円となっております。これを住民１人当たりで見ますと、前年度に比べて１

万１千４５２円、３.７％減の２９万９千５９０円となっております。 

 次に、２１頁をお願いします。 

 積立金現在高の状況、第１１表でございます。表の下から５行目になりますが、積立

金合計は前年度と比べまして３億１千９３６万７千円、９.４％増の３７億１千４５１

万円となっております。これは、主に財政調整基金に令和５年度の余剰金２分の１を法

定積立としたほか、公共施設整備基金、ふるさと太子応援基金、太子まちづくり「夢」

基金に積み増ししたことによるものなどです。 

 また、令和６年度末の積立金を住民１人当たりで見ますと、第１１表の下から４行目

になりますが、前年度に比べ２万８千３６円多い２９万３千１２円となっております。 

 以上、誠に簡単ではございますが、令和６年度一般会計歳入歳出決算の概要について

の説明を終わらせていただきます。 

○村井委員長 続きまして、政策総務部関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 

 それでは、議会事務局、会計課及び政策総務部所管の歳出について、事業別区分の決

算額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、１００万円以上の不用額につきましては、別途不用額調書を添付してございま

すのでご覧ください。したがいまして、説明は省略させていただきますので、ご了承願

います。 

 それでは、決算書の４８、４９頁をお願いいたします。 

 １款、１項、１目議会費、支出済額８千５６４万９千６７４円。主に議会事務局職員

の人件費及び議員報酬並びに政務活動費、ペーパーレス会議システムの保守委託料、議

会ライブ配信に係るインターネット配信業務委託料などの議会運営経費でございます。 

 ２目議会広報費、支出済額８０万５千２００円。年５回の議会だより発行に要した経

費でございます。 



－８－ 

 ５０、５１頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額９億４千２６６万７千９１

１円。 

 職員人件費につきましては、各部局の費目にも共通しますが、ここでは全体の概要に

ついてご説明申し上げ、以降については、各部局における人件費の説明について省略さ

せていただきますので、その点ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 まず、一般会計における給料支給人員は、特別職３名を含め１１６名と、前年度と比

べ２名減となってございます。 

 給料総額については、４億６千８３万６千６３７円、前年度に比べ６１５万１千３０

７円の増額となっております。 

 地域手当は給料月額扶養手当、管理職手当の合計に１００分の６を乗じた額となって

ございます。 

 時間外勤務手当の支給総額は２千５４９万２８１円で、前年度に比べ３８７万７千４

３５円の増額となっております。 

 期末手当の支給割合は、６月期は２.２５月、１２月は２.３５月、年間トータルで４.

６月となっております。 

 退職手当は、職員の定年退職者２名、自己都合退職者５名分となってございます。 

 職員研修事業１６６万６千２１３円は、職員研修の専門機関への実施委託料や南河内

郡町村職員研修協議会負担金など、６４の研修会に延べにして５５９人の参加となって

ございます。 

 衛生委員会事業１３万４千円は、産業医の報酬でございます。 

 非常勤職員公務災害補償事業５万２千８０円は、非常勤職員公務災害認定委員会事務

費負担金でございます。 

 秘書人事管理事業３千２４９万９千８１３円は、会計年度任用職員延べ１５０人の報

酬、期末手当、共済費等でございます。 

 ５３頁をお願いいたします。 

 １１節役務費のうち、職員採用試験検査手数料２２万８千８００円は、民間企業等の

採用で活用されていますＳＰＩ試験、いわゆる適性検査に係る手数料で、行政職の募集

で１８人の受験に活用した経費でございます。 

 １２節委託料のうち、職員健康診断委託料１２４万３千６６０円は職員及び会計年度
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任用職員１８８名の健康診断の委託料、職員厚生事業委託料１０４万２５９円は福利厚

生事業の職員会への委託料、職員採用試験業務委託料４４万２千３０７円は行政職の２

次試験の専門業者による面接試験及び３町村共同採用試験の基礎能力・事務能力検査の

委託料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料１２５万４０円は、人事給与システムに係る電算機器及びシ

ステムプログラムの賃借料でございます。 

 総務一般管理事業３６８万３千１４８円のうち、１２節委託料の顧問弁護士等法務相

談委託料６８万５千円は、顧問弁護士への簡易な法務相談を含む顧問弁護士料でござい

ます。 

 例規集更新業務委託料１３２万７千９２０円は、条例、規則の制定・改廃に伴う電子

データ更新及び自治体法務ＮＡＶＩ利用料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２９万１千７２０円のうち、行政情報サービス利用料１９万

２千７２０円は、職員が業務で使用する行政手続き、訴訟事務、情報公開、個人情報、

契約事務等の情報活用システムなどの利用料でございます。 

 入札参加資格審査申請システム利用料９万９千円は、入札参加者名簿登録システムの

利用料でございます。 

 共通一般管理事業、総務財政課配当の６４４万１千２０７円のうち、１０節需用費の

消耗品費３１４万６４５円は、各課共通のコピー用紙やトナー、インクなどの購入費用

でございます。 

 ５５頁をお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料の複写機等賃借料１９３万２千１２２円は、１４台分の印刷

機等の賃借料、会議録作成支援システム使用料１１２万２千円は、ＡＩ議事録作成支援

システムの使用料でございます。 

 共通一般管理事業、会計課配当１３５万１千９８１円、１０節の需用費６８万２千９

１１円は、各課共通の事務用消耗品の購入代、及び、４１万３千９３０円は封筒作成に

係る印刷製本費でございます。 

 情報公開事業３万４千２４０円のうち、１節報酬２万８千円は、情報公開審査会委員

等５名分の報酬でございます。なお、情報公開請求が１１件、個人情報保護制度に基づ

く請求が７件ございました。 

 行政不服審査会等運営事業１８万４８０円のうち、会計年度任用職員報酬１６万円は、
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審理員の報酬でございます。 

 基金積立事務事業、秘書政策課配当の２億７千４３０万７千１００円は、個人並びに

企業などからいただきましたふるさと太子応援寄付金の積立てでございます。 

 基金積立事務事業、総務財政課配当の３億４５７万２千６５５円は、財政調整基金へ

８千５０３万３千９２５円、減債基金へ２千３２９万２千円、退職手当基金へ５０万円、

公共施設整備基金へ１億４千１４９万９千５円、環境衛生等基金へ３２４万７千７２５

円、太子まちづくり「夢」基金へ５千１００万円、それぞれ積立てを行ってございます。 

 基金積立事務事業、会計課配当の６９万１千６８７円は、財政調整基金をはじめ、９

基金の定期預金利息を積み立ててございます。 

 ５６、５７頁をお願いします。 

 ２目財政管理費、支出済額１１８万５千８０８円。財政管理事業１０節の需用費のう

ち、消耗品費１６万８千２７８円は書籍等の購入、印刷製本費１９万９千６５０円は令

和７年度予算書５５冊に要した印刷代でございます。 

 １２節委託料のうち、電算機器・プログラム保守委託料３５万２千円は、地方公会計

システム保守業務、財務書類作成支援業務委託料４１万４千７００円は公会計処理業務

の委託料でございます。 

 ３目会計管理費、支出済額４３３万５千４３６円。会計管理事業１０節需用費のうち、

印刷製本費２３万４千３００円は、決算書７０冊に要した印刷代、１３節使用料及び賃

借料１５６万７千１０４円は、財務会計処理システムに係る経費でございます。 

 ４目財産管理費、支出済額１億７千４５９万７千６１８円、庁舎維持管理事業１億３

千１０８万６千４５２円のうち、電気料１千１７７万９千９４９円、修繕費１４６万３

千１５４円は、庁舎窓枠の修繕工事や役場駐車場の枠線の引き直しなどを行ってござい

ます。 

 １２節委託料１千８８８万１千３５９円のうち、庁舎警備委託料で８８７万６７５円、

庁舎設備保守点検委託料で５５７万５千９４４円、庁舎清掃委託料で３４７万１千７１

０円などを支出してございます。 

 ５８、５９頁をお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料で２８７万９千６８５円のうち、来庁者駐車場用地等賃借料

で２７９万３千円を支出してございます。 

 １４節工事請負費９千２５２万６千５００円は、役場庁舎の改修工事に係る請負費で
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ございます。 

 公用車管理事業４４２万３千７７９円は、公用車等２７台の燃料費や保険費用及び検

査費用等の経費でございます。 

 町村賠償保険加入事業３２９万３千４７３円は、庁舎等の建物共済と掛金で１９５万

３千３９４円。全国町村総合賠償保険で１２２万５千１５２円などを支出してございま

す。 

 普通財産管理事業４６万６千９９４円のうち、１２節の委託料４３万７千８００円は、

登記・測量等委託料で、普通財産売払に係る土地の鑑定委託料を支出してございます。 

 ＥＳＣＯ事業３千５２１万７千２７５円は、役場庁舎等のＥＳＣＯ事業におけるサー

ビス委託料でございます。 

 ５節公平委員会費、支出済額７万２千円は、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河

南町、千早赤阪村と本町の６市町村で構成する南河内広域公平委員会の負担金でござい

ます。 

 ６０頁、６１頁をお願いいたします。 

 自治振興費、支出済額３千１１９万８千３５１円。表彰事業６万６千８１５円は、表

彰審査委員３名分の報酬及び被表彰者７名に対する記念品の経費でございます。 

 地区町会等運営事業の１千８１７万１千１９６円は、町会自治会の振興並びに集会所

の維持管理等に係る費用で、７節報償費２１０万１千８００円は区長及び町会長等の報

償費でございます。 

 １０節需用費の修繕費３３万円は、山田地区集会所の防水及び軒天の修理でございま

す。 

 １２節委託料８万３千６００円は、地区集会所６か所の消防設備点検の委託料でござ

います。 

 １４節工事請負費１１３万５千６４０円は、太子地区集会所の空調設備更新工事でご

ざいます。 

 １８節負担金補助及び交付金１千４２４万９千４８６円は、自治振興補助金９４９万

７千４８６円と、地区集会所維持管理補助金、町会等集会所整備事業補助金としまして、

向少路集会所の外壁塗装及び新屋敷集会所の空調の更新でございます。 

 一般コミュニティ助成金としまして、東條町会のだんじり等の修繕に係るもので、２

００万円でございます。 
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 物価高騰対応重点支援事業の１千２９６万３４０円は町会自治会の振興に係る費用で、

１８節負担金補助及び交付金１千２９５万円は、町会自治会物価高騰対応重点支援金と

して１世帯５千円の２千５９０世帯分の支援金でございます。 

 ７目交通安全対策費、支出済額１９万６千２１０円は、交通安全推進事業で、１０節

需用費の消耗品費９万２千２５０円で、イベント等に配布する交通安全啓発備品の購入

費と、１８節負担金補助及び交付金の１０万２千８８０円は、富田林警察署管内交通安

全協会負担金でございます。 

 ８目防犯対策費、支出済額９０４万２千５０２円は、防犯委員会事業の１８節負担金

補助及び交付金６５万２千円で、富田林警察署管内防犯協議会負担金及び太子町防犯委

員会助成金でございます。 

 ６２、６３頁をお願いいたします。 

 防犯灯維持管理事業の６９８万６千８１３円のうち、１０節需用費３８４万４千５６

８円は、町内防犯灯１千８６７棟分の電気料、１３節使用料及び賃借料２７４万８千８

１６円は、防犯灯のＬＥＤ灯具等リース料でございます。 

 １４節工事請負費３９万３千４２９円は、ＬＥＤ防犯灯の新設７か所に係る費用でご

ざいます。 

 地域安全センター事業１８万１千５０６円は、１０節需用費で、青色防犯パトロール

用の消耗品と、１１節役務費は、地域安全青色防犯パトロール隊などのボランティア保

険でございます。 

 １３節使用料及び賃借料１４万７千６０円は、地域安全防犯パトロール隊で実施した

研修に係るバス借上料などでございます。 

 防犯カメラ維持管理事業１２２万２千１８３円のうち、１０節需用費２９万９千４２

３円は、町会で設置いただいたカメラ７６台分、並びに、町で設置しました１４台分の

電気料でございます。 

 １２節委託料２６万４千円は、町で設置している防犯カメラ８か所の保守点検委託料

でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の６４万１千６００円は、防犯カメラ更新補助金２台分

と、防犯カメラ維持管理補助金として、カメラに画像を記録するＳＤカード１６枚分の

補助金でございます。 

 ９目広報費、支出済額１千１６４万３千７５９円。広報事業１千８万７千６９９円の
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うち、１０節需用費の印刷製本費５３２万１千４４８円は、広報たいしの印刷経費等で、

令和６年度総発行部数は７万２千部、月６千部となってございます。 

 １２節委託料２５０万５千９９円は、ポスティングによる広報等各戸配布業務委託料

でございます。 

 １３節使用料及び賃借料１９８万円は、ＬＩＮＥ公式アカウント情報配信サービス利

用料でございます。 

 ホームページ管理事業１５５万６千６０円は、町ホームページのプログラム保守料及

び賃借料でございます。 

 ６４、６５頁をお願いいたします。 

 １０目企画費、支出済額４億１千４５１万１千６６５円。企画一般事業６１８万２千

７９０円のうち、１８節負担金補助及び交付金の三世代同居・近居支援補助金５５０万

円は、三世代同居・近居を始めるために、中学生以下の子どもがいる世帯に対し、定住

促進するための支援で、１１件の申請がございました。 

 住民協働による地域活性化プロジェクト事業２０万円は、１８節負担金補助及び交付

金の地域伝統文化保存継承事業支援補助金で、山田地区だんじり祭り実行委員会への負

担金でございます。 

 交流推進事業１７万４千４３０円は、聖徳太子ゆかりの地３町交流事業の住民交流に

係る、バス等の借上料などでございます。 

 ふるさと太子応援基金寄付金事業１億１千５９１万５千４３７円は、ふるさと納税の

返礼品等運営などに要した経費で、１１節役務費のうち、ふるさと納税初期手数料９９

万円は、アマゾンのサイト利用開始に係る経費でございます。 

 １２節委託料１億１千４９１万９千４６７円は、返礼品代金配送料、手数料などに係

る費用でございます。 

 地域公共交通事業１億４千４１万４千７３７円につきましては、太子町コミュニティ

バス及び４市町村コミュニティバスの運行に係る経費に要した費用で、１節報酬２１５

万４千８８０円は、地域公共交通会議６回開催の委員報酬とコミュニティバスの補助員

に係る費用でございます。 

 １０節需用費のうち、６６、６７頁をお願いいたします、燃料費４３４万５千２２５

円は、コミュニティバスの燃料代で、月平均３６万円となってございます。 

 修繕費３７万８８７円は、コミュニティバス車両に係る定期点検などの費用でござい
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ます。 

 １２節委託料のうち、会場設営等委託料７２万８千６４０円は、昨年９月と本年３月

に実施しました新モビフェスタと、同時開催したマルシェイベントに係る会場設営委託

に係る費用、運行管理委託料３千２７５万４４０円は、太子町コミュニティバスの運行

業務委託に係る費用、運行支援業務委託料８９８万２千６００円は、地域公共交通の利

便性、持続性、効率性向上に向けた取り組みに対しての支援に係る費用でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２２７万７千円は、新規車両購入手続きを進める間、運行車

両の確保を継続するためのコミュニティバス１台のレンタルに係る費用でございます。 

 １７節備品購入費５千１３１万３千１２０円は、コミュニティバス新規車両２台の購

入費用でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち、福祉センター利用者支援制度補助金１０４万６

千８００円は、福祉センター利用者への補助金でございます。 

 地域公共交通活性化協議会負担金３千４７３万８千６１５円は、４市町村コミュニテ

ィバスの運行等に係る負担金でございます。 

 第６次総合計画策定事業６７８万７８０円については、第６次総合計画策定に要した

経費で、１節報酬２５万２千円は、総合計画審議会３回開催の委員報酬でございます。 

 １２節委託料６５０万１千円は、総合計画策定に係る業務委託料でございます。 

 大阪・関西万博機運醸成事業１９６万７千４７７円については、２０２５大阪・関西

万博の機運醸成に係る事業に要した経費で、１０節需用費１２０万２千１９７円は、気

運醸成イベント用の備品購入に係る費用でございます。 

 １２節委託料６６万３千５００円は、竹あかりワークショップや竹内街道灯路祭りで、

オブジェ展示に要する費用でございます。 

 大阪・関西万博事業２２０万２千６３９円のうち、秘書政策課が所管しますのは、子

ども招待審査等委託料で９千９円でございます。 

 ６８、６９頁をお願いいたします。 

 定額減税補足給付金給付事業１億２千５４万５千４２９円は、国施策の定額減税にお

いて、定額減税し切れない方に対する調整給付に要する経費で、１２節委託料１千４９

９万２千１２７円は、電算機器のシステム改修、窓口業務に係る経費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１億３１８万円は、定額減税調整給付に係る給付金で、

２千３３９件の支給を行ってございます。 
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 物価高騰対応重点支援事業９１２万７千９４６円は、施設等利用券配布に要した経費

で、１０節需用費２２万７千５円のうち、印刷製本費２２万４千円６９５円は、チラシ

の印刷と利用券の印刷に要した経費でございます。 

 １１節役務費２５９万４千２０円は、利用券の郵送に要した経費でございます。 

 １２節委託料５０万２千２４６円のうち、封入封緘業務委託料３２万１千７５０円は、

利用券送付に係る封入封緘の業務委託に要した経費、利用券配布受準備業務委託料１６

万１千４９５円は、利用券配布の準備に要した経費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金５８０万４千６７５円は、利用券による各施設にあたっ

ての支援に要した費用でございます。 

 地域公共交通事業（繰越明許費分）１千１００万円は、地域公共交通計画策定に係る

業務委託に要する予算を前年度から繰越しし、支出した経費でございます。 

 １１目電子計算費、支出済額９千２５万７千６６９円。電算共通維持管理事業１６３

万６千６３５円は、１７節備品購入費１０１万１千２０８円は、パソコン８台を購入し

たものでございます。 

 情報施策推進事業９１３万７千７３４円は、インターネットやＬＧＷＡＮ、庁内ネッ

トワークに係るプログラムの保守委託料や賃借料などでございます。 

 ７０頁、７１頁をお願いいたします。 

 社会保障・税番号制度システム管理事業９０３万６千２００円は、国が管理する情報

ネットワークシステムと本町システムの中継を行う中間サーバー等の運営に係る負担金

でございます。 

 情報セキュリティ強化対策事業３５８万４千８６０円は、情報セキュリティの強靱化

に対応するセキュリティクラウドの保守委託料などでございます。 

 自治体クラウド推進事業２千９５９万４千４００円は、基幹系情報システムの共同ク

ラウド化に伴う利用料でございます。 

 自治体ＤＸ推進事業３千７２６万７千８４０円のうち、１２節委託料は、基幹系シス

テムの標準化・共通化に向けた業務委託料で、３千２９４万５千円などの支出を行って

ございます。 

 １３節使用料及び賃借料１７７万１千４４０円のうち、行政手続きオンライン化に係

る自治体専用公務ツール利用料で、１２５万６千６４０円などの支出を行ってございま

す。 
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 １２目人権啓発費、支出済額４６２万８千７６０円。 

 ７２、７３頁をお願いいたします。 

 人権啓発事業で１２節委託料２８６万２千円のうち、第２次男女共同参画推進計画改

定業務委託料２６６万２千円は、第２次男女共同参画推進計画の見直しに伴う改定業務

に係る委託料でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１３３万１千６００円のうち、人権啓発・人材育成事業

等負担金４３万８千５００円は、部落解放・人権大学講座、部落解放・人権夏期講座や

人権に関して大阪府と市町村が共同事業を実施するための負担金でございます。 

 町人権協会補助金は７３万６千円でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費、支出済額９千５２０万１千９８円。 

 徴税総務事業４１２万７千２６７円のうち、１０節需用費の印刷製本費３７３万７千

１５４円は、納税通知書等の印刷費でございます。 

 町民税課税事業６７３万３千３２７円は、町民税の賦課等に係る経費で、うち１２節

委託料４４０万６千８２９円は、町府民税賦課事務に係る委託料でございます。 

 ７５頁をお願いいたします。 

 固定資産税、課税事業７６５万８千７１９円は、固定資産税の賦課等に係る経費で、

うち１２節委託料の固定資産税賦課事務委託料１４９万９千９８５円は、固定資産税賦

課事務に係る委託料、税務地図情報システム保守業務委託料１７７万１千円は、地番図

修正等の業務委託料、また、令和９年度評価替えに係る路線価算定業務委託料で１８５

万９千円でございます。 

 軽自動車税賦課事業１５３万５８５円は、軽自動車税の賦課等に係る経費で、うち１

２節委託料の軽自動車税賦課事務委託料５７万２千６１６円は、軽自動車税賦課事務に

係る委託料でございます。 

 町税収納整理事務事業１千２９２万６千８６２円は、各税目の収納等に係る経費で、

うち１２節委託料のコンビニ等収納代行業務委託料１１５万２千６６円は、コンビニ等

での収納に係る経費、口座振替伝送業務委託料１０５万９３８円は、各銀行等への口座

振替データを送受信するための業務委託料でございます。 

 ７６、７７頁をお願いいたします。 

 ２２節償還金利子及び割引料の償還金７１１万４千８３円は、法人１３件、個人４３

件などに対する償還金でございます。 
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 国税連携システム管理事業１０１万６千４００円は、確定申告データ及び年金特別徴

収データなどの連携に係る経費でございます。 

 ３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、支出済額８千１７７万８千１３６円。 

 戸籍住民登録事業２千４０５万９千３１９円のうち、１節報酬５５２万４千５７４円

は、マイナンバーカード業務に係る会計年度任用職員３名分の報酬でございます。 

 １２節委託料８７５万１７０円。 

 ７８、７９頁をお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料６１１万３千円は、コンビニ交付や戸籍住民基本台帳ネット

ワークの電算システム機器及びプログラムの保守や標準化・共通化に係るシステム改修

等の委託料や賃借料等となってございます。 

 旅券事務事業１０４万１千円は、パスポート発給事務に関する富田林市への委託料で、

令和６年度の交付件数は３３０件となってございます。 

 戸籍住民登録事業（繰越明許費分）１千１２８万６千円は、戸籍等への氏名のふりが

な表記に係るシステム改修に係る委託料で、前年度から繰り越したものでございます。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員費、支出済額２７万３千８２７円。 

 選挙管理委員会運営事業のうち、１節報酬２４万２千円は、選挙管理委員４名の報酬

でございます。 

 ２目町長選挙費、支出済額４８７万２千８９円は、昨年４月７日執行の太子町長選挙

に係る事務費で、投票率は４７.０６％となってございます。 

 ３節職員手当等のうち、時間外勤務手当１２５万７５７円は、投開票に係る３０名分

及び選挙期間中の事務局職員５名分、また、管理職特別勤務手当２６万４千円は、投開

票に係る３０名分でございます。 

 ８０頁、８１頁をお願いいたします。 

 ３目町会議員選挙費、支出済額１千１８４万４７１円は、昨年１０月２０日執行の太

子町議会議員選挙に係る事務費で、投票率は５１.７１％となってございます。 

 ３節職員手当等のうち、時間外勤務手当１３４万６千３９６円は、投開票に係る３３

名分及び選挙期間中の事務局職員４名分、また、管理職員特別勤務手当２５万８千円は、

投開票に係る２９名分でございます。 

 ８２、８３頁をお願いいたします。 

 ４目衆議院議員総選挙・最高裁国民審査費、支出済額８０３万８千５９７円は、衆議
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院議員総選挙・最高裁国民審査事業に係る事務費で、投票率は５２.５１％となってご

ざいます。 

 ３節職員手当等のうち、時間外勤務手当２２３万７千１４２円は、投開票に係る３３

名分及び選挙期間中の事務局職員４名分、また、管理職員特別勤務手当３９万６千円は、

開票に係る２８名分でございます。 

 ８４、８５頁でございます。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費、支出済額１７０万４千６８６円は、令和６年

度全国家計構造調査などの統計調査に係る経費でございます。 

 ６項監査委員費、１目監査委員費、支出済額３４万７千３７９円は、監査委員２名の

報酬でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費（繰越明許費）１千５４６万９千

円については、物価高騰対応重点支援事業の低所得者世帯への給付金の給付に要する経

費でございます。 

 ８８、８９頁をお願いいたします。 

 困難女性支援事業２８６万５千６１５円のうち、１節報酬２０３万５６４円は、複合

的な課題を抱える困難な女性に対し、見守りや相談サービスへのつなぎ等の支援を行う

会計年度任用職員の報酬でございます。 

 物価高騰対応重点支援事業２千６６５万８千７１６円については、令和６年度非課税

世帯給付、令和６年度均等割のみ世帯給付及び子育て世帯への加算に伴う給付に要した

経費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金２千３３５万円は、対象者への給付金でございます。 

 ９０、９１頁をお願いいたします。 

 物価高騰対応重点支援事業（繰越明許費分）２千２２２万９千８９０円については、

令和５年度均等割のみ課税世帯給付及び子育て世帯への加算に伴う給付に要した経費で、

１８節負担金補助及び交付金２千２２０万円は、対象者への給付金でございます。 

 少し飛びまして、１４２、１４３頁をお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、２目常備消防費、支出済額２億１千６９０万８千７１１円。 

 常備消防事業２億１千６９０万８千７１１円は、１２節委託料２６８万４千５４０円、

消防広域化により、富田林市への常備消防業務委託が廃止となりましたが、令和５年度

以前に、人件費の精算と太子出張所の照明空調等の電気機器の委託料でございます。 
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 １８節負担金補助及び交付金２億１千４２２万４千１７１円は、救急安全センター大

阪の運営分担金２７万１千円と、消火栓管理負担金として消火栓１基の交換費用６６万

１千１７１円でございます。 

 また、大阪南消防組合負担金２億１千３２９万２千円は、令和６年４月から消防の広

域化による人件費、消防資機材及び設備等の負担金でございます。 

 ３目非常備消防費、支出済額２千６８５万２千９３９円のうち、非常備消防管理事業

１千７９５万５千４２５円は、消防団に係る経費でございます。 

 １節報酬７２５万４００円は、１４４、１４５をお願いいたします、消防団長以下団

員１０４人分の年間報酬と、消防団員火災等出動費は、火災応援及び各種訓練等延べ１

千１７０人分の報酬でございます。 

 ５節災害補償費３万９千５４４円は、消防団員福祉共済入院見舞金２名分でございま

す。 

 ７節報償費４０５万１千円は、令和６年度中に退団した消防団員１３名分の退職報償

金でございます。 

 １０節需用費９４万７千１３７円のうち、被服費７０万３千４０６円は、新入団員活

動服や階級の変更に伴う制服やキャップ等の購入費用でございます。 

 １２節委託料２１４万４千３４０円は、団員の参集及び情報管理体制の構築と出動記

録を一元的に管理するシステム導入費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３３９万８千３１円は、消防団員が業務遂行により災害

を受けた場合の賞じゅつ金支給のための掛金や、消防団員の公務災害補償と退職報償金

の支給のための掛金などでございます。 

 消防資機材整備事業３８１万５千７２８円は、消防団の業務遂行に必要な資機材に係

る経費でございます。 

 １０節需用費９６万３千４７８円のうち、修繕費８０万４千２３２円は、各分団の消

防車両の車検・点検時の修繕費用等でございます。 

 １１節役務費３２万６千２５０円は、消防団の分団消防車の車検手数料、任意保険と

自賠責保険料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料３９万６千９００円は、消防団のＭＣＡ無線１２台分の利用

料等でございます。 

 １７節備品購入費１９７万４千５００円は、葉室分団の可搬式ポンプの更新による購
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入費でございます。 

 １２節公課費１５万４千６００円は、各分団の消防車などの車検車両の自動車重量税

でございます。 

 消防操法大会事業５１３万１千７５９円は、大阪府消防操法訓練大会小型ポンプ操法

に必要な経費でございます。 

 １節報酬２８２万８千円は、４月から９月の大会までの訓練等で、５１回、延べ１千

２４５人分の報酬でございます。 

 １０節需用費９２万８千３１９円のうち、１４６、１４７頁をお願いいたします、被

服費６１万７千２２６円は、操法出場者の活動服や装備品の購入費でございます。 

 １７節備品購入費１０３万９千６０円は、筒先、ホース及び操法訓練に必要な物品の

購入費でございます。 

 ５目災害対策費、支出済額４千１２０万８千１８円、繰越明許費１千２８３万４千円

は、災害対策用備品購入に伴う令和７年度への繰越額でございます。 

 災害対策事業で、１０節需用費２５１万９千５５円は、防災備品として、携帯トイレ

やアルファ化米等の購入と、防災行政無線屋外受信機１２台分の電気料金及び防災行政

無線戸別受信機２７台の修繕費でございます。 

 １１節役務費１２万１千６５８円は、防災委員の会議開催通知のためなどの郵便料及

びドローン運用に係る保険料、防災行政無線戸別受信機の屋外アンテナ設置手数料でご

ざいます。 

 １２節委託料１０３万２千９００円は、防災行政無線機器保守委託料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料５８万６千５０５円は、防災行政無線パンザマストの一部電

柱共架に係るもの及びＭＣＡ無線１７台分の使用料などでございます。 

 １４節工事請負費３千５９３万７千円は、防災行政無線情報伝達強化工事として、平

成２７年度にデジタル化した防災行政無線について、操作機器及び屋外スピーカーの聞

き取りにくいエリアの改善及びソフトウエアを含む機器の更新に係る経費でございます。 

 １７節備品購入費３３万１千３２０円は、災害用トイレ等の購入でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金５９万５千円は、自主防災組織１３団体に対する消火器

などの購入に対する防災資機材整備補助金などでございます。 

 少し飛びまして、１８６、１８７頁をお願いいたします。 

 １１款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額３億６千５５９万８千８８円は、町
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債の元金償還金でございます。 

 ２目利子、支出済額１千７２５万２千４４５円は、町債の利子償還金でございます。 

 １２款予備費でございますが、公共土木施設災害復旧事業に４８万５千円を充当して

ございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 続きまして、政策総務部所管の歳入についてご説明申し上げます。 

 ２０頁、２１頁をお願いいたします。 

 １款町税、収入済額１３億２千７６８万９千５６円、前年度に比べ、６千万５千９４

１円、４.３％の減収となってございます。 

 １項市町村民税、収入済額６億５千９５２万１千４４７円、前年と比べ５千２１８万

４千２１９円、７.３％の減収。 

 １目個人町民税、収入済額６億２千２０１万３千９７円。前年度に比べ５千４８５万

２１９円、８.１％の減収でございます。定額減税による影響が主な要因でございます。 

 ２目法人町民税、収入済額３千７５０万８千３５０円、前年度と比べ２６６万６千円、

７.７％の増収。法人税割の増加による影響が主な要因でございます。 

 ２項固定資産税、収入済額５億２５５万６千３２０円、前年度と比べ６４０万８千８

１３円、１.３％の減収。評価替えによる影響が主な要因でございます。 

 ３項軽自動車税、収入済額４千６０２万４千６８１円、前年度に比べ２９０万４２７

円、６.７％の増収。軽自動車の新規購入及び買い替え等による新税率対象車両の増加

が主な要因でございます。 

 ４項市町村たばこ税、収入済額１億１千６３３万８千８８３円、前年度と比べ６８０

万８千８５６円、５.５％の減収。課税標準数量の減が主な要因となってございます。 

 ５項入湯税、収入済額３２４万７千７２５円、前年度と比べ２４９万５千７００円、

３３１.９％の増収。特別徴収義務者の営業期間が通年となったことによる影響が主な

要因でございます。 

 ２款地方譲与税、収入済額３千４８０万円、前年度と比べ３１万９千円、０.９％の

増収。 

 １項地方揮発油譲与税、収入済額８０４万８千円、前年度と比べ８万５千円、１.

０％の減収。 

 ２項自動車重量譲与税、収入済額２千４６３万４千円、前年度と比べ１１万２千円、
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０.５％の増収。 

 ３項森林環境譲与税、収入済額２１１万８千円、前年度と比べ２９万２千円、１６％

の増収。 

 ３款利子割交付金、収入済額１８９万２千円、前年度と比べ３６万６千円、２４％の

増収でございます。 

 ２２、２３頁をお願いいたします。 

 ４款配当割交付金、収入済額２千９６万１千円、前年度と比べ５７２万６千円、３７.

６％の増収。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、収入済額２千７５４万１千円、前年度と比べ１千１１

９万６千円、６８.５％の増収。 

 ６款法人事業税交付金、収入済額２千４６０万６千円、前年度と比べ２０５万円、９.

１％の増収。 

 ７款地方消費税交付金、収入済額２億９千４４２万７千円、前年度と比べ１千４５０

万７千円、５.２％の増収。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金、収入済額１千５８９万６千５９７円、前年度と比べ５３

万７千７５６円、３.５％の増収。 

 ９款環境性能割交付金、収入済額９５２万６千円、前年度と比べ３２万５千円、３.

５％の増収。 

 １０款地方特例交付金、収入済額６千８３１万８千円、前年度と比べ５千７９４万６

千円、５５８.７％の増収でございます。 

 ２４、２５頁をお願いいたします。 

 １１款地方交付税、収入済額２０億７千７５８万７千円、前年度に比べ１億３千２７

１万６千円、６.８％の増収。内訳としまして、普通地方交付税が１７億９千７２０万

４千円、前年度と比べ７.１％の増収、また、特別地方交付税が２億８千３８万３千円、

前年度と比べ５.１％の増収となってございます。 

 １２款交通安全対策特別交付金、収入済額１５４万円、前年度と比べ９万１千円、５.

６％の減収。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、３目消防費負担金、収入済額２２４万７千９

１１円は、太子出張所のＥＳＣＯ事業費において、大阪南消防組合が負担するものでご

ざいます。 
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 １４款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、２６、２７頁をお願いいた

します。 

 １節庁舎等使用料、収入済額８７万２千７７０円は、庁舎内の飲料水自販機やＪＡ大

阪南のＡＴＭ、また、広域水道企業団庁舎使用などに係る行政財産目的外使用料でござ

います。 

 ２節万葉ホール使用料、収入済額４３万２千９７５円は、ストレッチ教室やダンス教

室等の有料使用分でございます。 

 ３節地域公共交通運行バス使用料、収入済額１千２９７万４４５円は、コミュニティ

バス利用者、延べ６万５千９３９人からの運賃収入でございます。 

 ２８、２９頁をお願いいたします。 

 ２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、収入済額７０万６千円のうち、

税務証明手数料が４６万８千７００円で、件数が１千３９１件、また、督促手数料が２

３万７千３００円で、件数が２千３７３件となってございます。 

 ２節戸籍住民基本台帳手数料、収入済額４４８万４００円。内訳としましては、戸籍

謄抄本等手数料が１８４万２千２００円で３千１９７件、住民票の写し等手数料が１４

８万２千円で４千９４０件、印鑑登録証明手数料が１０６万５千９００円で３千５５３

件、また、閲覧その他証明手数料が９万３００円の３０１件となってございます。 

 ３０頁、３１頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、収入済額２億９千２７

９万５千３００円。 

 収入未済額２４７万５千円は、物価高騰対応重点支援事業の次年度への繰越分でござ

います。 

 社会保障・税番号制度システム整備費補助金３８７万６千円は、中間サーバーシステ

ム更新に係る経費についての国庫補助金でございます。 

 マイナンバーカード交付事務費補助金８４４万２千円は、マイナンバーカード交付事

務等に対する国庫補助金でございます。 

 社会保障・税番号制度システム整備費補助金１６２万８千円及び繰越明許費分１千１

２８万６千円は、戸籍等への氏名のふりがな表記に係るシステム改修に係る国庫補助金

でございます。 

 デジタル基盤改革支援補助金３千８２４万７千円は、基幹系システムの標準化に係る
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補助金でございます。 

 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金２億９９３万９千円は、物価高騰対応によ

る負担が大きい低所得世帯への負担軽減をするための給付金や、物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者への支援事業に対する国庫補助でございます。 

 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許費分）１千９３７万７千３００

円は、令和５年度より繰り越した、物価高騰による負担が大きい低所得世帯への負担軽

減をするための給付金に対する国庫補助でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金、困難女性支援事業費補助金４０７万

９千円は、困難女性支援事業に対する国庫補助金でございます。 

 ３２、３３頁をお願いいたします。 

 ８目消防費国庫補助金、１節消防費補助金、収入済額２１４万４千３４０円は、消防

団の力向上モデル事業補助金で、団員の参集及び情報管理体制をするシステムの導入の

補助金でございます。 

 ３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金、収入済額２６万円で、１節総務管理費委託

金５万４千円は、自衛官募集事務委託金と、２節戸籍住民登録費委託金２０万６千円は、

中長期在留者事務委託費交付金でございます。 

 ３４、３５頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、１項府負担金、３目総務費府負担金、１節総務管理費負担金、収入

済額３３万５千９７０円は、災害救助費負担金で、令和６年能登半島地震に係る災害救

助法による２０条に基づく負担金でございます。 

 ２項府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金、収入済額７千１７万４

千円のうち、総合相談事業交付金３４１万８千円は人権相談や就労支援相談に係る交付

金、移譲事務交付金総務財政課所管分としまして１３万１千円は、ＮＰＯ法人の設立認

証等に係る交付金、事務移譲交付金自治防災課所管分としまして２万６千円は、路外駐

車場の認可等に係る交付金でございます。 

 振興補助金６千５５０万円は、市町村の基礎自治機能の充実及び強化を図る観点から、

町が提出する持続的、安定的な行政サービスの提供のための体制整備等計画に基づき算

定され、学校給食調理等業務委託事業などに充当してございます。 

 デジタル人材シェアリング事業費補助金５９万９千円は、市町村のＤＸ推進にあたり、

専門的知識を有したデジタル人材を、市町村が共同で活用する事業に係る補助金でござ
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います。 

 大阪・関西万博地域連携イベント開催支援事業補助金５０万円は、２０２５大阪・関

西万博の機運醸成を行う事業に対する補助金でございます。 

 ２節戸籍住民登録費補助金、収入済額６３万９千８００円は、人口動態統計調査費交

付金で１万６千８００円と旅券事務交付金で６２万３千円でございます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 ７目消防費府補助金、１節消防費補助金、収入済額２６万６千円は、保安３法に関す

る移譲事務交付金でございます。 

 ３８、３９頁をお願いいたします。 

 ３項府委託金、１目総務費府委託金、１節総務管理費委託金、収入済額２０万円は、

人権啓発活動委託金でございます。 

 ２節徴税費委託金、収入済額２千２０１万７９９円は、府民税徴収事務委託金でござ

います。 

 ３節選挙費委託金、収入済額８０７万７２６円は、在外選挙事務委託金１千６２９円

と、衆議院議員総選挙費委託金８０６万９千９７円でございます。 

 ４節統計調査費委託金、収入済額１９５万５千５００円は、農業用センサス及び全国

家計構造調査などに係る交付金でございます。 

 １７款財産収入、２項財産収入、１目財産貸付収入、収入済額１６９万４千１６２円

は、ＮＴＴドコモの電波塔敷地の貸付け及びＬＰガス供給用ボンベハウス用地の貸付け

などの収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、収入済額４９７万７千６１７円のうち、基金積立金利子６９万

１千６８７円は、基金の定期預金利息でございます。 

 基金運用収入４２８万５千９３０円は、債券運用による運用収入でございます。 

 １８款寄付金、１項寄付金、１目指定寄付金、４０、４１頁をお願いいたします。 

 １節ふるさと太子応援基金寄付金、収入済額２億７千４３０万７千１００円の寄付金

がございました。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、２目太子まちづくり「夢」基金繰入金、収入済額４

０６万２千８８２円。これは、教育振興事業、特色ある学校づくり補助金へ充当してご

ざいます。 

 ３目ふるさと太子応援基金繰入金、収入済額２億９０９万８千１２４円は、ふるさと
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太子応援基金寄付金事業のほか、企画一般事業、子ども・子育て支援事業、教育振興事

業、学校給食運営事業等へそれぞれ充当してございます。 

 ４目老人福祉基金繰入金、収入済額６３万３千２４円は、高齢者介護予防拠点づくり

事業、敬老祝事業に充当してございます。 

 ５目減債基金繰入金、収入済額９０６万円は、臨時財政対策債償還に充当してござい

ます。 

 ６目公共施設整備基金繰入金、収入済額３千９４７万４５５円は、庁舎改修工事請負

費に充当してございます。 

 ４２、４３頁をお願いいたします。 

 ２０款繰越金、収入済額２億３５７万５千７４３円のうち、３千９０８万２千円は、

繰越事業費等充当財源繰越額でございます。 

 ２１款諸収入、１項町預金利子、収入済額は８０円でございます。 

 ２項延滞金加算金、収入済額１０４万７千４４１円は、町税の延滞金でございます。 

 ４項雑入、１目雑入、１節退職消防団員報償金等収入としまして、３８０万１千円は、

８名分の退職金に係る消防団等公務災害補償等共済基金からの収入でございます。 

 ２節雑入のうち、政策総務部所管に関わる主なものといたしましては、市町村振興協

会交付金１千６１６万８千８２５円。 

 市町村振興宝くじ、サマージャンボ分で１千２４万８千１３１円、ハロウィン分で５

９２万６９４円。これらは宝くじ収益金からの交付金でございます。 

 その下になりますけれども、大阪広域水道企業団庁舎経費負担金で１８万６千５６６

円。 

 その下の水道料金等収納事務取扱手数料９万３千１０８円。これにつきましては、庁

舎内の指定金融機関窓口が閉まっているときの事務取扱手数料でございます。 

 その下、広告料４９万８千円は、ホームページのバナー広告や広報紙の広告掲載料で

ございます。 

 その下です、１０行下になります。自動販売機販売手数料、秘書政策課分で７６万６

千２９４円は、聖和台第１、第４公園及び庁舎１階及び２階の自動販売機売上げに係る

手数料でございます。 

 その下の行、一般コミュニティ助成事業助成金としまして２００万円。これは、地区

町会等運営事業負担金補助及び交付金として、東條町会のだんじり修繕等に係る補助金



－２７－ 

に充当してございます。 

 ４４、４５頁をお願いいたします。 

 ２２款町債、１項町債、収入済額２億１千８７２万５千円。 

 １目総務債、収入済額４千９００万円。イベント広場改修事業債で、万葉ホール屋上

のイベント広場の老朽化対策工事に対するもので、借入先は、地方公共団体金融機構、

利率は１.８％でございます。 

 ２目民生債、収入済額７４０万円。総合福祉センター整備事業債で、総合福祉センタ

ー照明等改修工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は１.２％と

なってございます。 

 ３目農林業債、収入済額５７０万円。農業用水路改修事業債で、５１０万円は山田地

区水路改修工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.８％とな

ってございます。 

 ため池整備事業債６０万円は、七ツ池改修事業負担金に対するもので、借入先は近畿

財務局、利率は１.０％となってございます。 

 ４目土木債、収入済額１千５５０万円。 

 １節道路橋梁債１千４０万円のうち、町道老朽化対策事業債８３０万円は、太子葉室

線舗装修繕工事に対するもの。また、橋梁等保全事業債２１０万円は、鹿向谷大橋改修

工事等に対するもので、共に借入先は地方公共団体金融機構、利率は１.１％となって

ございます。 

 ４６、４７頁をお願いいたします。 

 ２節河川債２４０万円は、緊急浚渫推進事業債で、唐川に係る浚渫工事に対するもの

で、借入先は地方公共団体金融機構、利率は１.１％となってございます。 

 ３節公園債２７０万円は、公園整備事業債で、防災公園に係る設計業務委託に対する

もので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は１.１％となってございます。 

 ５目消防債、収入済額３千８７０万円。うち、防災無線整備事業債３千６８０万円は、

防災行政無線情報伝達強化工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率

は１.４％と、大阪府０.８％となっております。 

 また、消防資機材整備事業債１９０万円は、消防可搬式ポンプ購入に対するもので、

借入先は大阪府、利率は０.８％となってございます。 

 ６目教育債、収入済額９千２０万円。 
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 １節社会教育債５千４９０万円は、歴史資料館改修事業債で、町立竹内街道歴史資料

館の老朽化に伴う改修工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は１.

９％となっております。 

 ２節学校債３千５３０万円のうち、小学校改修事業債３７０万円は、磯長小学校キュ

ービクル改修工事や山田小学校の校舎排煙窓補修工事等に対するもの。中学校改修事業

債１００万円は、校舎屋上軒下補修工事等に対するもので、借入先は小学校、中学校と

も大阪府で、利率は０.８％となってございます。 

 山田小学校南校舎トイレ改修事業債（繰越明許費分）３千６０万円は、借入先が近畿

財務局で、利率は１.９％となってございます。 

 ７目災害復旧債、収入済額６０万円。公共土木施設災害復旧債６０万円は、令和６年

１１月豪雨災害の復旧に対するもので、近畿財務局で借入を行い、利率は１.０％とな

ってございます。 

 ８目臨時財政対策債、収入済額１千１６２万５千円。近畿財務局での借入れで、利率

は１.４％となってございます。 

 以上が、議会事務局、会計課及び政策総務部が所管します歳入歳出の決算の状況でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○村井委員長 ただいま政策総務部関係の歳入歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午前１１時１２分 休 憩 

                                        

午前１１時２４分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 まず、初めに、特別交付税の関係で説明があった中で、今回の場合は、公共

交通の費用を特別交付税で見ていただいているということなんですけれども、その内訳

というんですか、金剛バスによっていきなり大変な状況になって、金剛ふるさとバスや

「たいしのってこバス」というふうな形になってきたんですけれども、ここら辺のこの

特別交付税が６年度でどういうところで充当されているのかというのと、それがまた来

年度もこういう特別交付税が期待できるのかどうかというふうなところも含めて、教え
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ていただけたらと思います。 

○岡本総務財政課長 令和６年度の特別交付税の件のご質問だと思うんですけれども、お

っしゃるとおり、６年度に公共交通のバスを２台購入しております。特別交付税につき

ましては、指定される該当する経費の８０％が措置されるということですので、今回、

特別交付税の中でバスを購入したという形で４千８００万円の増という形にはなってお

ります。 

 しかしながら、特別交付税の算定で、実際これに充てますという決まっていますメニ

ュー分は非常に少なくて、その他分という形で、どういう形で配分されているのか分か

らない分の配分が結構ありまして、そちらで３千３００万円減となっている関係上、総

額では１千３００万円のみの増という形になっております。 

 次年度以降のお話なんですけれども、もちろん経常的に地域公共交通の分で運行費用

としては、特別交付税で算定されるという形にはなるんですけれども、今回購入いたし

ましたバスの分につきましては、今年度、７年度につきましてはございませんので、そ

の分は純減となってくると思われますが、しかしながら、その他のところで追加の費用

が頂けるのであれば、丸々減るのかどうかというのは、ちょっと今のところ分からない

状況ですが、変動はあるということだけ承知しております。 

 以上です。 

○斧田委員 今までかかってなかった費用というんですか、今までバス事業者が持ってい

た部分を今回行政で持たないといけない状況になっているというふうな中で、大阪府さ

んに、そこら辺の市町村のしんどさというのを、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林

市で共同でこういうふうな要望にするとかというふうなことも取り組んでいただけたら

なというふうなところで、この質問は終わらせてもらいます。 

 続いて、人件費というんですか、その中で、退職者が３名の見込みだったのが５名だ

というふうな説明があったんですけれども、どうしてもそういうふうな説明を聞くと、

今、どこの市町村というんですか、行政でも人材を確保しないといけないと言われてい

る状況の中で、こういう見込みよりも多く、職員が退職しないといけない状況は続いて

るんですか。それとも、たまたまこのときがこういうふうな形で行われてきたのか、ち

ょっとそちらの説明をお願いしたいと思います。 

○小南秘書政策課長 昨年度の職員の退職の状況と、それが例年これからも続くのかとか

いう形の見込みだと思います。 
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 私の人事をやらせていただいての感触ですけれども、去年と比べて、今年のほうが、

今現在では退職もおりませんし、職員の方々、皆さん頑張っていただいているという感

触があります。 

 ただ、ご存じのとおり、どこの民間企業も含めまして、様々な事業所等で人材が不足

している状況で、需要がある中、それぞれ皆さん、職員のライフプランなんかに基づい

て転職とかも比較的可能になっているような形の社会になってきているのかなという印

象があります。 

 ですので今後、去年が特別で今年が普通というような判断というのが中々ちょっとで

きかねまして、もしかしたら、今年度も今後そういう形のケースが出てくるかもしれな

いというような、常に危機感といいますか、そういう認識を持って人事のほうを努めて

いこうと思っております。 

 また、他の事業所とか民間とか、どの程度あるかも分かりませんけれども、職員一人

ひとりが働きやすいと思っていただいて、やる気も持って、やりがいも持って働いてい

ただけるような組織をつくるように目指して、常に努力していく必要があるのかなとい

うふうに認識しております。 

○斧田委員 ありがとうございます。どうしてもね、退職というふうな判断は、好きこの

んでやられるんじゃなくて、苦しい判断の中でやられているかと思うんですけど、日頃

から、私も職員だったときに、人事評価システムであったりとかそういうふうな形の中

で、職員さんの気持ちを聞いていくような場面というのがあったかと思うので、そうい

うふうなところでお互いにフォローし合うというふうなこともやっていただけたらなと

思います。 

 それと、続きまして、積立金の関係のことなんですけれども、目的基金というんです

かね、その中でも、公共施設関係のところの積立額が、積立金の中では一番大きいかと

思うんですけど、こちらについては、具体的な何か、こういうふうなものを建てるため

の原資にしようというふうな考えがあるのか、それとも何か別のものであるのか、それ

について教えていただけたらと思います。 

○岡本総務財政課長 公共施設の整備基金についてのご質問なんですけれども、公共施設

の整備基金におきましては、施設の改修等に使用するためにそちら進めさせていただい

ておるんですけれども、公共施設の総合管理計画の中では、計画策定より向こう４０年

間で多額の費用が必要という算定が出ております。 
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 その中で、実際今回も積立てはさせていただいておるんですけれども、こういう施設

に何か新しいものというわけではなく、維持管理、大規模改修でありますとか長寿命化

の費用として、積立てをさせていただいております。 

 総合管理計画の中で必要とされている経費全てが一般財源で必要というわけではござ

いませんが、国の施策の中で利用できる国費であるとか、地方債であるとか、もちろん

利用はさせていただくんですけれども、今回、令和６年度で庁舎改修とかさせていただ

いた分につきましては、もちろん起債を充てることができない公用施設ということで、

こういう基金を使用させていただいたという経緯がございます。 

 あと、インフラの整備等でも国費の充当率が非常に下がっているということも承知し

ておりますので、そのあたりで一般財源に影響がないように、財政の平準化を図るため

に積立てをしているというところでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。ちょっと私が不勉強で、これから、今言われたみた

いに、大規模改修的なものというんですか、大きく金額的に抱えてられるというんです

か、どれぐらい、年数的にも近いうちに一番大きいのではこういうのが来るみたいなも

のが説明できるのであれば、お願いしたいと思います。 

○岡本総務財政課長 総合管理計画の中で、老朽化の順番を立てましてという形ではさせ

ていただいていまして、今回、大きなところでは、令和６年度させていただいた庁舎の

ところが非常に大きかったという形と、文教施設でも別途計画を持っておりまして、そ

ちらで資料館の改修もさせていただいたというのがあります。 

 その他、もちろん年代で言いますと、保健センターでありますとか、集会所でありま

すとか、そういうところについての老朽化も進んでおりますので、そちらの改修費用、

その他公共施設の改修費用等に充てるという形になりますので、新規の計画というのは

今のところございません。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。今のところは新規の計画がないということなんです

けれども、何かやっぱり太子町の行政として、新しくこれに取り組んでいこうみたいな

旗頭があってもいいのではないかななんていうふうに思ったりもしております。 

 それと、引き続き質問なんですけれども、顧問弁護士の関係なんですけれども、こち

らで６８万円ぐらいの費用がかかっているということなんですけど、具体的にはどのよ
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うな相談内容をやられているのか、言えるものがあればお願いできたらと思います。 

○岡本総務財政課長 顧問弁護士費用としまして、年間６８万５千円の支出をさせていた

だいております。こちらは、年間の契約という形で、相談を随時行うという形でさせて

いただいております。 

 ６年度の実績といたしましては、２回程度行かせていただいた実績がございます。内

容としましては、詳細のところは申し上げられませんが、行政事務を行う中で、職員が

法的にご指示をいただきたい部分であるとか、そういうところで随時利用しているとい

う状況です。 

 以上です。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

 あと、決算書の７１頁に上がってくる自治体クラウド推進事業ですか。これの中身と

いうふうなものについて、もうちょっと詳しくというんですかね、事業内容を教えてい

ただけたらありがたいです。 

○岡本総務財政課長 決算書の自治体クラウド推進事業ということで、使用料及び賃借料

という形で計上されておると思うんですけれども、こちらは、住基端末といいますか、

情報系の住基端末の利用料という形で使用料を支払っておる状態でございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それと、消防の関係のことで、消防団のデジタル化というようなことであったんです

けれども、具体的にどういうふうな形でデジタル化に取り組まれたのかというふうなこ

とについてお願いできたらと思います。 

○小路自治防災課長 消防団のデジタル化という形の部分で、アプリ、スマホにアプリを

入れさせてもらいまして、その中でファイヤーチーフという名称なんですけれども、訓

練の出動、訓練日、２５訓練日あるんですけれども、それに対する出勤というんですか

ね、出欠を取るような部分と、あと、火事が起こった場合についての、そのときの出動

の出欠の部分をさせていただく。 

 それと、あと、火事が起こった場合について、今まででしたら、戸別受信機とか、あ

と、野外スピーカーとかで火事がどこですよとかいう部分があったんですけれども、そ

ちらを、このアプリによって、どこどこで火災発生という部分と、あと、消火栓の位置

とかそういうのが分かるような形の部分でのアプリになっております。 
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○斧田委員 今言われたアプリなんですけれども、これは消防団員だけなんですか、それ

とも、一般の人もこういうふうなもので登録できるということなんですか。 

○小路自治防災課長 基本的にはもう消防団員だけになります。 

○斧田委員 ありがとうございます。そうですね、内容的に必要な人にだけ流す情報とい

うふうなことであれなんですけれども、なるほど。今まででしたら、表のサイレンなり、

防災無線流してやるんですけど、中々聞こえないというのが今まで課題だったのが、携

帯というんですか、スマホをうまく活用することで、情報が正確に伝達できればいいか

なと思いました。 

 私からは以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○松井委員 今、斧田議員がちょっと言われたところなんですが、自治体クラウドの件な

んですけれども、これは別の資料とかでちょっと見ていたら、平成３０年７月に太子町

と阪南市が一緒にやっているというもので、大阪府も入っていただいて、これは期限は

いつまでとかって決まってるんでしょうか。 

○岡本総務財政課長 自治体クラウドというところで、阪南市も含めまして、共同化とい

うか、クラウドの事業をさせていただいていまして、そこで住基端末を同じものを利用

させていただいておるんですけれども、今年度末に、そういう国の標準化という形でシ

ステムが標準化されます。そちらで、一旦区切りといいますか、そういう形で、当時の

３０年の契約は一旦切れておるんですけれども、標準化もありますので、契約をちょっ

と延長させていただいてという形で、３月に全国一斉に、今年度標準化という形ですの

で、当町は３月に標準化にさせていただくという流れになっております。 

 以上です。 

○松井委員 標準化されるとなったら、これはもう全部、例えば、大阪府下のところ全部

一緒になるということなんでしょうか。 

○岡本総務財政課長 標準化になりますと、機械が全て一緒になるというわけではなくて、

基本的な機能を同じくするという形で、今まで、それぞれの自治体が基幹システムとい

うシステムをそれぞれカスタマイズしながら持っていたという形になっていまして、新

しい事業者が参入できないというか、もうオリジナルをし過ぎて、次のに乗換えが中々

できないという不具合も発生しているということで、国が基本的な機能はこれで持ちま

しょうという形で機械を標準化したという形になります。 



－３４－ 

 なので、同じメーカーの同じものを使用するというわけではなく、それぞれのメーカ

ーが標準化に即した機能を持ったシステムを開発し、それを各自治体が使用する。次の

違うメーカーに移るということも可能であるという形の、国の事業としての標準化でご

ざいます。 

 以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 公共交通の特別交付金、特交入るの、本当だったら４千８００万円増えても

おかしくないけどというのがありましたけれども、本当にこれ、財政をやってって、財

政というか、扱っていて、本当にひどい話と思いませんか。バスのことだけ言いました

けど、赤字補塡も特交で入るみたいなことも言っていませんでしたか。それだったら、

もっともっとバスに対してお金が入るはずなんですが、結局、差し引きしたら色をつけ

られへんにしたって、今回、公共交通、バスに入ったのは１千８００万円ぐらいかなと

いう計算になってるんですか。 

○岡本総務財政課長 特別交付税につきましては、メニューとして表に出ている部分につ

いては、先ほど申し上げましたとおり、幾ら幾ら入っているというふうに申し上げられ

るんですけれども、全体でその他算定分といいますか、特殊な財政需要という形で算定

されている部分につきましては、どの部分について算定されているということが明らか

になっておりませんので、でも、全体でそちらの分が前年と比べて減額になっていると

いう形で、総額して差額がバスの購入費を圧縮しているというのはおっしゃるとおりだ

と思うんですけれども、全体的に、こちらとしては、できるだけメニューに乗せながら、

使えるところは使うという形で、できるだけ多く算定いただくように請求を上げさせて

いただいている状況です。 

 以上です。 

○西田委員 だから、赤字補塡分は特交で補いますというのは合ってるんですか。 

○岡本総務財政課長 算定の中で、赤字、支出に対して、国費等で補塡される以外の部分

ですね、そちらを算定の申請として上げているというのは、こちら、しております。 

○西田委員 公共交通の会議でも、どこでお金をもらえるんかなと言ったら、特交やって

言わはって、幾らぐらいですかねと言うたら、国のほうから来ている人も、それは分か

りませんということが、今おっしゃられたことかなと思うんですけど、本当に走らせる

というのに随分太子町としてもお金を出していることなので、はっきりもらえるように、
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言ってはるんでしょうけど、中々もらえないとは思うんですけれども、やっぱり地域を

守る、自治体を守るということでは、国にちゃんと声を上げてもらいたいのと、先ほど

大阪府はと言われましたけど、大阪府は幾らくれてんのと言ったら、そこもまたあやふ

やな、調整交付金にあるかなみたいなこと言っておられたような気がするんですが、大

阪府から１円なり２円なり、この公共交通について入っているお金ってあるんですか。 

○田中企画担当課長 すみません、府ですね、補助金ということになるんですけれども、

町のコミュニティバスという部分ではございませんが、４市町村の金剛ふるさとバスで

すね、そちらの広域的な取り組みというところで、ちょっと額は分からないんですけれ

ども、そういう部分の取り組みとして一定算定されて、補助金としては含まれておりま

す。 

○西田委員 大阪府からは、「たいしのってこバス」に対して、１円も入ってないという

ことはもうずっとあると思うので、本当に声を上げていかなあかんなと思いますし、大

阪府にそれは要望していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 そしたら、職員さんの問題、お尋ねします。退職者が３人から５人、それだけでも人

が、定数足りていますかというところから減ったと思うんです。先ほど、時間外が増え

ていますというのがあったんですけれども、やっぱりそれは人が少なくなって時間外が

増えたのか、仕事量が増えて、私は万博なんかが仕事量を押し上げているような気もす

るんですけれども、仕事量が増えて時間外が増えたのか、時間外手当が増えた理由が分

かっておられましたら教えてください。 

○小南秘書政策課長 時間外勤務手当の増加分の理由なんですけれども、おっしゃってい

ただいた職員数に関しましては、増減はありますけれども、基本的に採用も随時行って

いますので、経験の年数とかを除けば、そんなに減っているわけではなく、それが原因

での増という形には一概には言えないと思っております。 

 ただ、おっしゃっていただきましたとおり、各職員に係る業務量、行政需要の増加等

に伴いまして、一人ひとりの負担というのは大きくなってきているのかなという印象も

ございまして、そういった面で、業務を回していくにあたって、時間外での勤務で業務

を行っていただいている職員が増えたのかなというふうに考えております。 

○西田委員 款項目とか、いろいろ見ていて、時間外が増えているのは仕事量が増えたん

かなというので、私は、万博は１個あるのかなと思うのですが、この款項目、こういう

備考ですか、に未来協議会に対するもので予算立っているところはありますか。 
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○田中企画担当課長 今のところ、令和６年度はございません。 

○西田委員 大きく広報にも載って、いろいろ仕事をしているみたいなのですけれども、

それがこういう決算書にも表れへんというところが、住民さんから見ても、どこで何を

やっているか分からないという話になっているのかなと思います。本当に職員さん、そ

こに割に行っておられるからね。そういうのを１つ事業としてやるのだったら、それ予

算決算に表れるような事業としてやるべきだと思います。 

 お勧めをしているわけではありませんし、大阪府が主導でやっているから、太子町と

か個別の自治体に出てこないかなと思うんですけれども、でも、仕事を増やしているか

なと思っています。 

 だから、やりがいを持って仕事ができるようにとおっしゃいましたけれども、やりが

いを持っての、先ほど、やっぱり経験を持っておられるからと言っておられましたけど、

職員さんにどういうところでやりがいを持って働けるかって、そういう聞き方はしてる

んですか。 

○小南秘書政策課長 職員のやりがい等の関係なんですけれども、単純に余裕がなくなれ

ば、職員同士の余裕もないという形になりますので、まず、大前提として、柔軟な採用

で人員の確保を行っていこうというような形を意識してやっております。 

 ただ、一気に採用等ができれば問題ないんですけれども、財政とか組織の体制の将来

性とかを考えたりとかしますと、すぐに十分な増員ができないのかなというふうに考え

ております。 

 そのような中で、何より職員同士のコミュニケーションであったりとか、そういうや

る気ですね、お仕事に対するやる気を奮起するような形、あと、いろんな生活スタイル

に合ったような形で柔軟に働けるような形、それぞれいろんな制度が変わってきて選択

肢が増えてきていると思いますので、そこら辺も活用して、働きやすい、働きがいのあ

るような組織だと思っていただけるような形で、常に情報収集して検討をしていかない

といけないのかなというふうには考えております。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○濵地委員 私も西田委員と同じような質問になるんですけれども、今、頑張りがいのあ

るとか、効率的なとか、そういった言葉がいろいろ出てきてたんですけれども、もう頑

張れ、頑張れというのはちょっと限界が来ているのかなと正直思っておりまして、これ

自治体クラウド推進事業であったり、自治体ＤＸ推進事業、また、ＡＩ関係の議事録作
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成料というような言葉も聞いたように思ったんですが、この支給されているタブレット

が、そのときに固まって落ちまして、こんな機械を使っている時点で、ちょっと効率的

にはどうなのかなと思っているところなんですね。 

 私もいろんな課長であったりとか担当者とミーティングさせていただいたりとか、質

問させていただいたり、意見言わせていただいたりすることありますが、しゃべればし

ゃべるほど、行政側の負担が増えていっているように思っておりまして、うまくＡＩを

使うなり、議事録、翻訳、要約してもらうようなソフトを今たくさん出ておりますので、

そういったものを積極的に取り入れることが、業務効率化になるのではないかなと思っ

ております。 

 ですので、ちょっと頑張れ頑張れ、残業代減らせというのは、ちょっと限界に来てい

るのかなと思っております。今を頑張るための残業代は、私はやめたほうがいいと思い

ます。今後つくるために残業するというのでは、大いに頑張って残業すればいいと思っ

ております。 

 この辺、文字起こし機能であったりとか、ＡＩ機能であったりとか、連日新聞も毎日

のようにＡＩという言葉が出ておりますが、どのように対策していったりとか、盛り込

んでいこうと思っているのか、このあたり、お聞かせいただけますでしょうか。 

○岡本総務財政課長 職員の業務負担が、職員数は同じであってもやらないといけない業

務が増えている、それをどう解決していけばいいかというのは、やはり業務の効率化で

ありますし、業務のＤＸ化、今言われていますＤＸ化。ただただデジタル化するのでは

なく、業務改善を含めまして、業務の効率化をしていく必要があるとは考えております。 

 委員おっしゃるようなＡＩであるとか、そういう職員を助けるシステムはいろいろあ

りますので、本町でもサンプルでＡＩを使えたりとかしますので、今年度そういうので

テストで使用したりとかして、検討していこうかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○濵地委員 この自治体ＤＸ推進事業の中に、研修の講師への謝礼というのがあるんです

けれども、具体的に行政の中でこんな使い方をすれば業務効率できますよといったよう

な具体的な講習を開いてもらえれば、なおいいのかなと思っております。 

 思っておられる以上にＡＩ、ものすごく進化しておりますので、実際に体験していた

だいて驚いていただければ、より業務を効率化できるのではないかなと思っております。 

○村井委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 
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○嚨本委員 負担金補助金及び交付金について、ちょっとお尋ねいたします。各部の科目

の中に、負担金補助及び交付金がいろいろ計上されておりますが、各種補助金の、また、

様々な団体に対して支出している負担金が多く見られます。中には数十万円単位の金額

を支出している団体もございますが、その団体は何をされている団体なんでしょうか。

また、その団体がどのように太子町に関わっているのか教えてください。 

 頁数といたしましては、議案書７７頁の大阪府域地方税徴収機構負担、または、６１

頁の富田林警察管内防犯協議会負担金のところでございます。お願いいたします。 

○村井委員長 䭜本議員、すみません。各団体がどういう団体なのかということでよろし

いですか。 

○嚨本委員 そうですね。 

○上野税務課長 大阪府域の全体の市町村の中から、滞納整理に特化した形で、団体とい

うふうがございまして、そういった形で、平成２７年から設置しているものでございま

す。本町からも１名職員派遣しておりまして、滞納整理に努めているというところでご

ざいます。 

 以上です。 

○小路自治防災課長 太子町の防犯委員会の部分でよろしいでしょうか。 

○嚨本委員 はい。 

○小路自治防災課長 一応防犯委員会という形の部分で、昭和５８年ぐらいから委員会の

ほうの発足をさせていただきまして、事務局は自治防災課でさせていただいております。

そちらで、目的は、防犯委員相互の連携を密にして、共に民警一体となって防犯活動の

分をするということでなっております。一応富田林警察署管内の防犯協議会という形に

なっております。 

 年間、春の交通安全の街頭キャンペーンとか、あと、地域への特別警戒、聖燈会とか、

あと、灯路祭りとかの分での啓発活動という形の部分になっております。あと、その場

合に、イベントに対して啓発物品の配布をさせていただいております。 

 以上がそちらの経費になっております。 

○嚨本委員 ２つとも太子町にとっては必要な団体ということでよろしいんですね。 

○小路自治防災課長 大事なことになりますので、よろしくお願いします。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 
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○松井委員 今のちょっと質問に関してなんですけれども、例えば、全般についてなんで

すけど、委託料であれば必ず委託しているところがあるわけです。それで、賃借料でも

どこから借りているかというのがある。それから、負担金補助及び交付金であれば、ど

こへ出しているかというのがあって、細かい額までは結構なんですけど、例えば、５０

万円以上とかいうところがあったら、この決算書のところに、名称が何々交付金とかあ

る、金額まで書いてある。その間のところへ、例えば、空白がこうやってこの各頁のと

ころにあるわけで、どこそこに行っているかということが書かれへんものなのか。 

 部長さんが説明される中で言っていただいているので、そういったところを書いてい

ただいてたら、我々また後日、またいつでも見たときに、これはここ行ってるんだなと

いうようなところが分かるかと思うので、そういったところ、この様式がもう全国的に

もうこんな形なんやのと、そんなところまでは書かなくていいんやって何か決められて

いるのか、あるいは、決められてなかったら、うちの町独自でそういう趣旨のところを

書けるようにできないものかということをちょっと検討、あるいは、実情どうなってい

るのかということと検討していただけないかなということをちょっとお願いしたいんで

すけれども。 

○小角政策総務部長 今、松井委員から、詳細に委託先であったり書けないかということ

なんですけれども、それをさせていただけたら、多分僕の説明ももっと短くなっていい

のかなとは思います。 

 ただ、実際にこれ、負担金補助、委託料にいたしましても、その委託に対して、１つ

の業者さんではなくて何社かあったりとかするときに、そしたら、この決算書が多分、

今の倍以上の厚みになってしまって、事務方としてはすごく不効率な状況になってしま

うかなと思いますので、できましたら、申し訳ないんですけれども、そういうことで何

かご質問があれば、直接原課で確認していただくのが多分一番いいのかなと。今、この

中で入れるということは、恐らく今までの経験からしたら、ちょっと難しいかなという

ふうには考えております。 

○松井委員 今おっしゃったところ、確かに事務されている方は大変になるかと思うんで

すが、例えば、何社であるとか、複数であれば、頼んでいるところが３社であれば３社、

１つだけ書くと、何々他２社だったら、何でここだけ上がっているのかということにな

るので、それやったら３社とかいう、もう大体事務でやっておられる方だったら、ぱっ

と分かるんかなと思いますし、１社だけだったら、そこも書いていただいたらいいので
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あって、どんなところに頼んでおられるのかとかというのが分かるようなこと、決算と

いうことがあれば、それがやっぱりすぐぱっと分かって一番いいかと思うんです。それ

で、あえてちょっとこの場で質問させていただいたんですけれども、全く検討の余地が

ないものかどうか、そこら辺ちょっと、事務が増えるということ、先ほどの時間外のと

ころあって、我々としてもそこまでは考えていないんですけど、何かこう、ぱっと見た

ときにすっと分かるようなことをご検討いただけないものかと思いまして。 

○小角政策総務部長 検討はさせていただきます。ただ、実際のところ、それが本当にで

きるのかどうか。本当に今、あまり言いたくないんですけど、今、この職員の数でこれ

を作るだけでどれだけの時間がかかっているかというふうなことも考えたときに、それ

をやってくださいとは、ちょっと中々言いにくい状況であるかなというふうに考えてい

ます。 

 ただ、何かいい方法があるかどうかという部分に関しましては、ちょっと内部で協議

はさせていただきます。 

 以上です。 

○松井委員 ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。西田委員、まだ大分ありますか。 

○西田委員 いっぱいある。 

○村井委員長 いっぱいある。ほかの委員の先生方からもいろいろご質問がまだあるみた

いなので、ちょっと時間も都合があるので、ここでよろしいですか。 

 では、お昼からも引き続き質疑があるということで、ここで一旦暫時休憩といたしま

す。再開は１時で。１時再開でお願い申し上げます。 

午後 ０時０４分 休 憩 

                                        

午後 １時０１分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 

 引き続き、政策総務部関係の質疑はございませんか。 

○西田委員 では、消防でちょっと教えてください。１６５頁にあった消防団員及び一般

協力者に対する災害補償費、これ２人分というのを言いましたけど、どういうことなん

ですか。 

○小路自治防災課長 すみません、消防の保険の分ですね。こちらは、ポンプ操法をされ
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ているときに怪我をされたという形になりますので、２名分という形になります。 

○西田委員 ありがとうございます。それで、消防の大阪南消防組合の議会に出させても

らってるんですけれども、いろいろ大きなところでは考えていることがあるんやなと思

いながら、消防職員さんの活動もそら大変やねんけど、やっぱりこの間、輪島市のほう

も行きましたが、消防団員さんがいてこそとおっしゃるんです。私、消防職員さんがど

んどんどんどん増えて、そういう訓練、いうたってプロとやっぱり一般の方、違うじゃ

ないですか。そういう意味で消防職員さんが世の中に増えるほうがいいかなと思ったけ

ど、やっぱり消防団員さん、地域に根差した人が必要ですという話がある中で、今、女

性の方が消防団員に増えていて、それがこの訓練とか行くような表に出るというよりも、

災害が起こったとき、避難所でとか、そういうのの対応をするためにも女性がというの

があるんですけど、太子町として、河南町は女性がおられたと思うんですけど、そうい

うことは考えたりとか、そういう声が上がっているみたいなことはないんですか。 

○小路自治防災課長 女性消防団員の関係なんですけれども、今、太子町ではなくて、河

南町、羽曳野市さんとかは実際あります。活動としても、今年、羽曳野市で、ポンプ操

法の全国大会というのがあるんですけれども、そちらに出たりはしていらっしゃいます。 

 太子町としても、子どもとか、婦人の消防団というのも将来必要かもしれないんです

けれども、今のところ、その分については、今後検討という形の部分では思っておりま

す。 

○西田委員 今、ちょっと思ってもなかったんですが、子どもというのも何かあるんです

か。 

○小路自治防災課長 消防団という、消防活動という部分の中で、幼少期から消防の意識

を高めると。火事とか、救急とかのですね、意識を高めるために、小さいときからの教

育というのが必要だという部分になっています。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 ５５頁、ふるさと太子応援基金積立金なんですが、今、太子町としては、今

回、２億７千４００万円というので上がっていますが、これ、減ってきてるんでしょう

かね。 

○田中企画担当課長 すみません。ふるさと太子応援基金給付金でございますが、確かに

今おっしゃっていただいたように、基金の積立てということで、一応寄付金が入ってき

た同額を一旦積立てをさせていただいております。 
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 その中から、一定財政状況等を見据えながら、必要に応じて取崩しという形でさせて

いただいております。それが繰入金という形では、一応決算上は出てきているとは思う

んですけれども、その額が２億９００万９千１２４円ということで、それを繰入れさせ

ていただいて、各事業に充当させていただきました。 

 結果のところ、残高ではございますが、５億１千３１１万５千２９９円でございまし

て、前年度より６千５００万円程度増えているという形になっております。 

 以上でございます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 今のに続いて、ふるさと太子応援基金寄付金事業は出ていくお金じゃないで

すか。結局、今年度、開会の挨拶では２億７千３９０万７千１００円とおっしゃって、

４１頁には、２億７千４３０万７千１００円と書いていたと思うんですが、どれが正し

い、入ってきたお金なんやろね、これ、正しいのか。それで、出ていくお金が何ぼで、

また、うちからもよそに、ふるさとの応援基金、よそに出したら減っているわけじゃな

いですか。結局、だから、増えたというのは幾らなのかって、ちょっと分かりにくいの

で、差引きを教えていただけませんか。 

○田中企画担当課長 すみません。まず、主要施策報告ですね、そのときに寄付金額を報

告させていただいたと思うんですけれども、その額はあくまで個人さんが寄付金をされ

たという部分でございまして、おっしゃっていただきました４０万円の差があるんです

けれども、その差は企業版ふるさと納税ということでございまして、２件の事業者さん

が寄付を頂いておりまして、その合算額という形になっております。 

 今おっしゃっておられた部分で、ふるさと寄付金事業委託料の部分って、１億１千４

００万円ということでございますが、一応ふるさと納税制度というところで、一定この

委託料という部分では、自治体のＰＲ力であったり、寄付金集めの強化であったりと、

あと、地域産品、観光資源の認知拡大などということですね、そのあたり、効果が期待

される部分でございまして、一応、本町にとっても、一定、地域活性化に繋げれるもの

というところで、この委託料という形で投資は考えております。 

 ですので、おっしゃっていただいたみたいに、寄付金からかかった経費を差し引きさ

せていただいてというところで、本町の最終的にふるさと納税とかされた部分もあるん

ですけれども、そこの部分の影響額も踏まえますと、一定、差引きで１億４千８００万

円程度の額は、トータルで見れば確保されているのかなというふうに考えております。 
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○西田委員 企業版の４０万円は、そしたら、どこに書かれてるんですか。 

○田中企画担当課長 決算額上は、寄付金の中に含まれているという形になります。合算

で出てきているということになるんですけれども。 

○西田委員 だから、歳出には出てこないんですか。 

○田中企画担当課長 歳出には出てこないというか、一旦充当という形で、今回、企業版

の部分に関しましては、どういう形でと、こういうところに充てていただきたいという

ところもございまして、地域公共交通施策というところで希望されていると、そういっ

た形で寄付を希望されていますので、一応そういった形の部分に充てさせていただいて

おります。 

○西田委員 そうやって頑張って、一時は、何というかな、とても太子町のこの寄付金が

少ないということが言われて、企業が入ってくれたことで一気に伸びたわけなんですけ

れども、これ、本当だったら、普通にお金入ってくれるほうが何ぼかいいと思うんです

よ。職員さん、いろんなところあたって、返礼品出してくれませんかというようなお願

いもしなあかん、企業の営業のようなことをするのが職員さんの仕事かってちょっと思

わなくもないんですけれども。 

 これね、どういうルールでしたか。減収だったら、うちからよそやりはるから、その

減収分は交付税で７５％入ってくるのかな。でも、それで穴埋めするけれども、これ、

その分丸々じゃなくて、事業で使うわけじゃないですか。また、返礼品は寄付額の３

０％以内そのまま、事務費とか寄付額の５０％を超えてはならないだから、差し引きし

たら１億円というぐらいだから、こんだけもらっても半分しか収入になれへんというの

が、この寄付金、ふるさと太子応援基金寄付金ということになるんですか。 

○田中企画担当課長 先ほども触れさせていただいたんですけれども、一定寄付金に対し

まして、当然事務的経費がかかっておりますので、その分を一定差し引きさせていただ

きました。 

 あと、その部分と、プラス、うちの住民の方が当然町外に寄付されていると。今おっ

しゃっていたみたいに、交付税措置は減収分の７５％は補塡されるということでなって

おりますので、その分を影響額を加味しますと、先ほど申し上げさせていただいたとお

り、１億４千８００万円程度の黒字にはなっております。 

○西田委員 本当にこのふるさと納税、これがいいのか悪いかというのが、ここもう何年

やり出したんかな、新聞やテレビでも報道されだしていて、本来税金は住民さんのため
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に使われる分が半分、全部とは言いませんけど、半分近くがそういう中間業者というか、

扱う業者、ネットなんかの業者に流れているのはどうなんやということで、ちょっとい

ろいろ考えられているので、ある意味ありがたい、うちは多いほうやから、取られるよ

りももらっているほうが多いから、ありがたいなというお金にはなっていますけれども、

これに頼るわけにはいきませんし、在り方としてどうやというところは、ある日突然、

来年なくなりますということもあるかもしれませんから、ちょっと行方をきっちり見届

けていただきたいなと思うので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 朝ちょっと言ったんですけど、未来協議会の後、何ができましたっけ。もう

ちょっと広域になったじゃないですか。それで、昨日そういうような話があって、ここ

ら辺の自治体の他の議員にも何か話聞いていますかというのを聞いたら、９月にこの万

葉ホールを借りてシンポジウムか何かするんですよね。それは、大阪狭山市の議員に、

ちゃんと昨日案内ありましたよと言ってＬＩＮＥで送ってもらったら、太子町って、万

葉ホールと書いているのに、皆さん、いただきましたか。私、今日来たら、昨日と言っ

ていたから、私、昨日、お昼ちょっと過ぎに帰っているから、お昼から連絡箱に入って

いるから、今日入ってるんかなと思ったんやけれども、お膝元の太子町に連絡がないの

はどういうことですか。 

○村岡副町長 今、委員おっしゃっていただいているのは９月の２７日の基礎自治機能に

関するシンポジウムかと思います。今、これ、大阪府さん主催で事業が実施されるとい

うことでございまして、我々も情報提供をいただきながら、全体像がまだ見えてない中

ではあるんですけれども、９月の広報に記載をさせていただいたり、周知をさせていた

だいております。 

 これからも、調整をしっかりさせていただきまして、広く議員の方々でありましたり、

住民の方々に周知をしていこうというふうに考えているところでございます。 

○西田委員 だから、９月広報に載っています、９月広報に載っているからご存じでしょ

うというお話で、特別、議員も住民さんも同じで、それを見て分かってくれはったらよ

かったんちゃいますかというお話ですか。 

○村岡副町長 今、調整をしておる部分がございまして、そのあたり、そういう状況の中

で、整いましたら、議員の皆様に趣旨や、こういった形だということを説明させていた

だいて、基礎自治のことを住民代表の皆様方に、一緒に考えていかせていただくこと、
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これ、大事と思っていますので、ご報告はさせていただきたいと思ってございます。 

○西田委員 太子町の広報にも載りましたし、首長が大体パネリストか何かで来はるのか

な。そういうふうな扱いやったかな。これは大阪府が主催のことなので、大阪府が言え

ばいいことで、太子町がわざわざ言うことはなかったという話ですかね。 

○村岡副町長 太子町としても、シンポジウムですね、内容をしっかり理解しまして、太

子町の住民の代表である議員の皆様方にご報告をしつつ、住民の方々にもご説明するこ

とが重要だと思っておりますので、ご説明をさせていただきたいと思っています。 

○西田委員 まだないということは、まだ中身が詰め切れてないという話ですか。 

○村岡副町長 具体の中身をきっちり詰めて、大阪府さんとも会話をしまして、その内容

についてご説明をさせていただければと思っています。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 すみません。関西万博、テレビではバスが止まったりとか、帰りの地下鉄が

止まって帰られなくなったりとか、熱中症で倒れている方もいらっしゃるようなんです

が、太子町はまだ、まだ中学校と磯長小学校は行ってないのかな。それはあれですけれ

ども、子どもさん招待もしているじゃないですか。目立った事故もなく、ダンスなんか

もしていますけれども、太子町の住民さんに限って、職員さん、滞りなく事故もなく進

んでるんでしょうか。 

○田中企画担当課長 特に問題とか事故等というところは、特に聞いておりません。 

○西田委員 ありがとうございます。もうそれが心配やったので、ないに越したことはな

くて。ありがとうございます。 

 ６７頁か、子ども招待事業、これの申請状況、今やっているから途中だと思うんです

けれども、お分かりでしたら教えていただけますか。 

○田中企画担当課長 すみません。あくまで６年度の実績という形になるんですけれども、

高校生が１２件というところと、小中学校、幼児ということで４歳から１４歳になるん

ですけれども、その方々が９６件というところで、合わせて１０８件になっております。 

○西田委員 それより、これ今、令和６年の実績やから、増えているやろなというのが感

覚でしょうかね。 

 そしたら、もう万博はそれで、引き続きまして、選挙。この年は選挙たくさんあった

んですけれども、今年に入っても参議院選挙があって、本当に特に町長選挙、町会議員

選挙、５日しかなくて、広報が土曜日に届いて、どないするのみたいな話もある中で、
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だんだんだんだんね、業者さんにも努力もしてもらわなあかんやろうし、職員さんの努

力もあって、早く届くようになったんだけど、また、今回の参議院選挙は、届くのが遅

いというか、ところどころ歯抜けみたいな感じで、隣が届いているのにうちは届いてな

いみたいなことがあったんですけれども、こういう業者にはどういうふうに頼んでいる

のか。また、有権者から苦情なかったのか、契約の内容としてどうなっていたのか、教

えていただけますか。 

○小南住民人権課長 議員おっしゃいましたとおり、選挙公報につきまして、今回、ちょ

っと未配達の部分があったことは事実でございます。 

 こちらとしましても、選挙公報につきましては、投票先を決める判断材料となるもの

であり、町内の全世帯に配布するに当たって、正確かつ速やかに業務を履行する必要が

あると考えております。 

 そのため、入札参加有資格者名簿に登録があり、ポスティング業務に精通した事業者

２社を選定し、最低業者と契約し、今回、配布したところでございます。 

 未配達の連絡は確かに数件ございまして、委託した業者には指導し、速やかに再配達

を行いました。 

 今後も業務委託にあたりましては、事前の説明等を更に徹底し、正確かつ速やかな配

布に更に努めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○西田委員 本当に正確にというのは大切だと思うんです。広報紙も毎年のように変わっ

たりもしていましたけど、この間、配っている人、ほんと地図を片手に印つけながら入

れてはった。それぐらいの丁寧さが、きっとここには欠けてたと思うので、それは契約

するとき、ちゃんと地図か片手に行ってよというのは伝えていただきたいなと思います

ので、よろしくお願いします。 

 続いて、同じ課だったと思うので、困難女性支援事業。これ、できたときもちょっと

分かりにくかったんですけれども、これをやって効果とか利用者とか、私はやっぱり、

これ聞く度に、福祉系の話の気がするんですけれども、やっぱり来られた窓口、住民人

権課からみたいな話もあったけれども、あと、人の問題もあって、人件費がつくという

こともあって、住民人権課だったと思うんですけれども、改めて、やってみて、この課

が最適なのか等も含めて、効果とか利用者があったのかとか、課としてここが持ってい

るのがいいのか、ちょっと教えていただけますか。 
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○小南住民人権課長 令和６年度から困難女性支援事業については実施しております。こ

の事業につきまして、人権相談であったり、ＤＶ相談の担当課である住民人権課で相談

の対応をさせていただいております。 

 相談内容に応じまして、支援機関等との調整等を、こちらとしては業務としてさせて

いただいております。 

 令和６年度の実績としましては、７件のケースがございました。個別の内容につきま

しては、ここでちょっと申し上げることはできないんですけれども、中身としまして、

ＤＶの相談であったり、高齢者であったりという相談になっております。 

 それぞれのケースにつきまして、やはり相談内容について複雑化、複合化しておりま

して、それぞれの問題に対応することができる担当課と連携を取りまして、事業は進め

ていっているところでございます。 

 以上です。 

○西田委員 イメージが福祉だと思うけれども、福祉の窓口だけじゃなくて、住民人権か

ら、もしかしたらと思って声かけた人に、うちで聞きますよと言ってくれるし、もしか

したら、まちづくりでもそういうことがあったら聞いてくれて、みんなつないでくれる

という窓口が１つ増えたと思えばいいのかしら、そしたら。 

○小南住民人権課長 おっしゃるとおりでございます。人権相談であったり、ＤＶ相談で

あったりからつながってくることもございますし、ほかの担当課からこちらにつなげて

いただいたりとかで、こちらとしても、うちの課だけでは対応できないことが多くなっ

ておりますので、担当課と連携を取って進めさせていただいております。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 そして、もう一つ、公共施設の問題。斧田委員からもありましたけれども、公共施設

管理計画があるじゃないですか、ネットでも上がっていますけれども。これでいくと、

優先順位が高いのは保健センターとかありますがとかおっしゃっておられましたけど、

もう少し、どういう計画がどういうふうになっているかというのを、毎年とは言いませ

んけれども、目の前に見えるようにしていただくか、ここ見てくださいって、今回の教

育委員会の毎年出しているのを上げてくれたように、資料として出してもらうとか、少

し考えていただけないでしょうか。 

 公共施設に対する基金が積み上がっている中、これどうしていくんだということあり
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ますし、空き地をどうしていくんだというのだったら、前の公民館の跡地、防災の施設

として、施設というかな、使うと言ってますけど、それと一体として、公園があって、

土地があって、そういう新しく建てて、複合というか、統廃合とかもあると思うんです

けれども、太子町のまちづくりとして公共施設を今後どうしていくかということを、ち

ょっと計画の中を時々めくるんじゃなくて、大きく太子町をどうするんだという政策と

して見てもらいたいと思うんですが、そういったような考えはないですか。 

 特に大字集会所は、ずっとテーブルに上がっているけれども、何も言わない状態が続

いているような気もしますので、太子町全体の公共施設どうしていこうかというのを、

もう少し踏み込んで考えているのか、考えてないのか教えてください。 

○小角政策総務部長 町全体の建物と、あと、公共施設も含めてなんですけれども、どう

いうふうにしていくのか。各施設につきましては、各課個別で個別計画を作成して、ど

うしていくかというふうには、その担当課が考えています。 

 ただ、この人口減少、また、高齢化で、コンパクトシティ等々という話の中で、どう

いうふうな形で、集約化も含めて考えていく必要はあるとは考えております。 

 ただ、役場だけでそういう部分を決められるものだけではないというところもありま

すので、その辺に関しましては、地元さんとの調整等も出てくるかなというふうには考

えております。 

 今後、その辺をどういうふうな形で進めていくか、いろんな土地活用であったり、そ

の土地の購入であったりというところも含めて、総合的に考えていきたいというふうに

は考えております。 

 以上です。 

○西田委員 まちづくりを考えるというのを、総合的に、本当に知恵寄せ集めて考えてい

ただきたいと思います。太子町、何やかんや言いながら、コンパクトだから、体育館が

遠いと言うたって、歩いてここから行けと言われても、行けない距離でもないしという、

この町だからこそつくりやすい、集約化しても、そんな遠いところ行かれへんわじゃな

くて、それこそバスを充実させれば、畑からでもここに来るほうがいいんやというよう

な、お友達に会えるからみたいなこともできるだろうし、全体に網をかけてやっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、入りのところで、マイナンバーの、３１頁だったかな。すみません、３

１頁やね。社会保障・税番号制度システム整備費補助金、このお金は、ふりがなを打つ
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ためにということだったんですけれども、これ今進めているところだと思うんですが、

やっぱりふりがなのうち間違えて割に多いんですか。 

○小南住民人権課長 太子町に本籍のございます住民の方に、８月末に通知を送らせてい

ただきまして、今現在、届いているところではあるんですけれども、問合せの内容とし

ましては、この通知の内容とか、あとは、ふりがなが間違っていなければそのままでい

いのかという問合せが多いので、あまり誤りはないように感じております。 

 以上です。 

○西田委員 誤りがなければいいんですけど、うちは誤りがあって、本籍やから、藤井寺

市から届いて、何で藤井寺市から届いてるんだと思ったら、本籍地から届くということ

なんですよね。 

 それで、もし誤りがあって、そのまま１年ぐらいでしたっけ、の場合、そしたら、戸

籍上には誤ったままなのか、どこかで気がついて、これ違いますよと言ったら変えてく

れるのか、どうなってるんでしょうか。 

○小南住民人権課長 通知を見逃したりとかされる方もいらっしゃいますので、届出がな

ければ、一旦、来年の５月２６日でもって戸籍にふりがなが、通知したふりがなで記載

はされるんですが、気づかれた時点で、また届出をいただきましたら、その時点で修正

は可能となっております。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 そしたら、もう最後にします。チケット配ったの、この年ですよね。チケット、全住

民、赤ちゃんから高齢者まで全住民に渡して、利用率はどれぐらいですか。それで、こ

れの予算つけたと思うんですけど、全員使わないからという思いでつけていて、結局、

使える予算は思っていたよりオーバーしたのか、余ったのか、どうなりましたか。 

○田中企画担当課長 施設利用券のことだと思うんですけれども、まず、送付件数といた

しまして、５千６４９世帯ということ、対象者が１万２千７０５人という形で配らせて

いただいております。 

 実際、１１月から３月の利用期間というところでございまして、ちょっと全体的な利

用率というところはちょっとあれなんですけれども、一定、生涯学習センターであった

り、総合スポーツ公園、あとは、万葉ホールですかね、そういったところでは一定の利

用が増えたかなというところでございまして、また、「たいしのってこバス」につきま
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しては、期間前ですね、期間前の１０月と比べまして、１日平均３５人程度増加してお

りまして、年度平均といたしましても、前年度と比べて増加しているような状況でござ

います。 

 あと、その後の実証ということにもなるんですけれども、期間を４月、６月というと

ころの僅か３か月ではございますが、前年度同月比でいきますと、増という形になって

おることから、一定の利用頻度の増加や新たな利用者の利用増につながっているのかな

というふうに、一定そういう可能性なんですけれども、思っておりまして、一定の利用

促進効果があったのかなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○西田委員 これでいくと、教育委員会が割に施設を持っているから、そっちで何ぼ使い

ましたかという話になるんだろうけれども、ただ、５千６４９世帯はいいけど、１人２

千円分配ったから、１万３千人おったとしたら、何枚使われて、結局、だから、どれだ

けの、１人の人がもう全部使って、全く使っていない人もいるかもしれませんけど、こ

の効果として、数字出えへんでもいいわ、効果として、これ配って、住民さんの２割ぐ

らいしか使えませんでしたなのか、住民さん５割は使っていますよとか、そういう人と

しては表れにくいかもしれんけれども、枚数から見えてくる普及率というか、分かって

くると思うんですけれども、使った人は喜んではってんけど、使われへん人も全くさら

のまんまで、こんなん使われへんという、何か賛否両論が大きかったので、それでも喜

んでくれた人が半分以上いればよかったなと思うし、これが本当喜んでくれた人が１割

だったら、施策として、急ぎの中だったけれども、どうだったのかなと思うので、ちょ

っと感覚でいいです、教えていただけますか。 

○田中企画担当課長 すみません。先ほど対象者１万３千人ということで、単純に１人当

たり２千円でございますので、総額にいたしますと２千６００万円程度ということで、

今回、施設利用券ということで、実際に利用された方に対して、うちから支援金という

形で補塡させていただいている額が５８０万円というところでございまして、一定その

割合が大体２割程度の利用という形にはなっておりますが、先ほど、うちの部分で言え

ば公共交通ですね、そちらは実証実験とする部分に関しては、一定効果があったのかな

と。今後、長い目線で長期的な検証は必要だと思うんですけれども、そういう部分では、

比較というか、こういう形で施設利用券、利用ですね、実証という形でさせていただい

た部分では効果があったのかなというふうには考えております。 
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○村井委員長 ほかにございませんか。 

○松井委員 ５９頁、財産管理のところで、２点、ちょっと教えていただけますか。 

 １点は、上から２行目のところの、５９頁ですけれども、使用料及び賃借料で、来庁

者駐車場用地等賃借料ということで、来場者駐車場、この庁舎の南側の一部ということ

なんでしょうか。 

 もう１点が、半分よりちょっと下のところで、委託料の普通財産管理の１２委託料の

ところで、登記測量等委託料ということで、これは何か売払地に関するとかお聞きした

ような気がするんですけど、これは、今回６月から８月にかけて広報された売払いの対

象の土地のことに関わるものなんでしょうか。 

 この２点、ちょっとお教えいただけますでしょうか。 

○岡本総務財政課長 まず、１点目の使用料及び賃借料の部分で、来庁者駐車場用地等賃

借料のこちらの部分なんですけれども、委員おっしゃるとおり、庁舎の南側の駐車場に

加えまして、もう１点、公用車を置いておる箇所がございまして、役場の向かいの自動

車店の隣という形で、そちらの空き地もお借りしていますので、その２件についての賃

借料となっております。 

 続きまして、普通財産管理事業の委託料ですね。そちらの中の登記測量等委託料なん

ですけれども、こちらは６月に実施しました土地売却の分の鑑定委託料という形でなっ

ております。 

 以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、ちょっと私、最後で、ちょっと委員長として

質問させていただきたいので、ここで早瀬副委員長と交代したいと思います。 

 今、委員の先生方からいろいろ質問出たところのこともちょっとかぶっているところ

もあるんですけど、まず、大前提として、この決算書には載ってないようなことなんで

すけど、昨今のいろいろ自治体のところでも問題、課題、また、それは発展的にもいい

といったところで、いろいろな生活環境、また、まちの環境が変わっていくといったと

ころの関係もあるかと思いますけど、今、外国籍の方で太子町の住民登録されている方

の登録数というのと、主な国別が分かるような数字ってお持ちですかね。あったら教え

ていただけませんか。 
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○小南住民人権課長 現在持っています数字が、令和７年７月末現在の数字になっており

ます。外国人籍の住民の方につきまして、１６４名となっております。国籍別で見ます

と、ベトナムの方が７０名で最も多くなっておりまして、次いで、韓国の方の２１名、

インドネシアの方の１８名となっております。 

 以上でございます。 

○村井委員長 どうしても、実社会の中で私たち生活している中でも増えてきているなと、

太子町にかかわらず、特に大阪市内とか行ったら、もうすごい数のこともあるのでね。

これからまた、いろいろ問題とかも細々したところも出てきますでしょうし、そもそも

外国人の皆さんとまた交流を深めて、また、良い発展的な事業も進められているところ

もあるので、またその辺のところもしっかりと効果検証して、来年度予算に、もしくは、

そういうところに反映してもらいますよう、お願いしておきます。 

 続けて、もう手短にちょっと行かせてもらいます。ふるさとの納税、ふるさと応援基

金のところなんですけど、いろいろ説明があった中で、約５千４００万円減ということ

なんですけど、この減になった要因はどういうふうに検証されているのか、教えていた

だけませんか。 

○田中企画担当課長 すみません。減になった要因というところなんですけれども、当然

ちょっと臆測というところにはなってしまうんですけれども、当然、昨今、物価高騰と

いうところで、米の関係がかなり高騰になっているというところで、ふるさと納税され

る方もそういった部分に集中されているというところで、そういった部分で、本来、う

ちで仮に納税されていた方が、そういった形の部分で流れていっているという可能性も

あるのかなというふうには考えております。 

○村井委員長 ご答弁いただいたように、やっぱり物価高騰のところで、中々、何ていう

のかな、飲食物というか、そういうところのないふるさと納税の自治体というのは中々

苦戦しているというのが、この令和６年度、物価高騰が大きな要因で、例えば、ご家庭

の主婦の皆さんにしてみたら、ちょっとでも家計に役立つような食材を返礼品としてい

ただいたり、といったところのことをどうしても選ばざるを得ない社会情勢だったと思

うんですけどね。 

 また、これ、しっかり、もうそれは仕方ないわじゃなくて、やっぱり先ほど皆さん申

し上げたように、貴重な自主財源でございますので、やっぱりその検証チームなりを、

特に商品開発部局との連携というのは非常に大事だと思いますし、また、今年度に関し
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ましては、お菓子のところ、公民連携という形になるのかな、やっぱり開発といったと

ころに力を入れておられるということも聞いていますし、しっかりと検証チームのほう

を立ち上げて、次の展開というのをしっかりと見定めて、何となく進めていくんじゃな

くて、何となく減っていきましたじゃなくて、しっかりとみんなで検証することが大事

だと思うので、その辺のところも力入れていただきますようにお願いしておきます。 

 続けて、あと、頁で言うたら５１頁のところの退職金のところで、令和６年度に関し

ては、私、先ほど自己都合退職５名といったところで、やっぱり幹部職員の方が、複数

名の方が自己都合退職ということがあったと思うんです。 

 この個人の退職に関しては、そういう強い意思があって、もちろん引き止めるという

こともあったと思うんですけど、やはりその後の組織の、やっぱりその人数じゃなくて、

５人減ったから５人入れましたじゃなくて、やっぱりそれなりの組織のバランス、役割、

いろいろあるかと思うんですね。 

 その行政としての一番技術力というのは、事務執行のこの技術というのが、やっぱり

技術力だと思うので、やっぱり生産性を落とさないような組織のところのカバーしよう

とか、そういうところのことは、この令和６年度の、幹部職員含めて、退職の職員があ

ったのを踏まえて、どういうふうに対応していかれたのか、教えていただけませんか。 

○小南秘書政策課長 去年の退職に対しての対応ということなんですけれども、先ほど、

委員から、単純に人を増やすだけじゃ駄目だということでおっしゃっていただいていま

した。もちろんそういうふうに把握しておりますし、すぐに経験であったりとか、知識

ですね、そういうのを補えるような人材というのは中々いないというのも把握しており

ます。 

 ただ、組織として、実際に去年、退職あったときの対応としましては、まず、人員も

採用するような形での対応を行わせていただきまして、当然幹部職員というか、役職が

ありましたので、そちらについて、新たな人事ということで、人事異動もさせていただ

きました。 

 委員おっしゃられていますように、知識、経験は、中々辞められた方の持っている分

を同じだけすぐに埋めることはできないのかなというふうに人事も思っております。 

 ただ、それぞれの新たな職員が、そういう新たな知識と経験を積むように、また、少

しでもその方が持っていらっしゃるポテンシャルといいますか、能力が存分に開花でき

るような形で、配置なども適材適所を考えて行っていくような形で心がけておりました。 
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 以上です。 

○村井委員長 やっぱり幹部職員の方が抜けたら、この予算もそうですし、決算まで事業

のところ、今までの経験値といったところがすぽっと抜けてしまったら、すごい組織と

して、やっぱりダメージを受ける、大いにあると思うんです。 

 その中で、令和７年度、皆さんで協力し合って、何とか決算９月議会までずっと来ら

れている中で、先ほども言いましたように、行政という中での技術力の継承といったと

ころで、何が行政の技術力やねんって、やっぱり粛々とする事務執行能力というのが行

政の技術力だと思うんです。金づち、トンカチたたいて鉄を何かやりますねんという、

そんな技術とね、何だったら行政というのはそれだと思うので、やっぱりその辺のとこ

ろも、しっかりと個々の職員のスキルアップと、個々のスキルアップを図ることによっ

て、総合的な組織のスキルアップも図っていくことだと思うんです。 

 その中で、新たな事業に挑んでいくという体制、組織もできるかと思うので、またそ

の辺のところも力を入れてもらうとともに、もう１個なんですけど、確認なんですけど、

私、前からも言っていますように、職場環境の改善というのは、この太子町役場、もし

くは役場庁舎内で必須だと思ってるんです。 

 具体的なのを言ったら、自席で昼食を取られている職員の方が何人いてはるのかとか

ね。何で自席でご飯を食べやなあかん状況やねんと。いや、実際に窓口では何時から何

時、３班で交代しています。いや、それは職員さんなんですけど、窓口に来られた住民

さんには関係ない話なんですよね。 

 だから、その制度の構築じゃなくて、本当に職員の方が、４５分ですか、リラックス

できで、気分転換できて、次の昼からの職務に当たってもらう。これが生産力を上げる

といったところのことだと思うので、やっぱりそういうところのことで考えたら、職場

環境の改善というのは必須だと思うんですけど、１階の、例えば、福祉部局の前の前部

長のときからも答弁いただき、何かやっていきます、動かしていきます、計画しますと

か言って答弁あったんですけど、一向に変わらないなと思いながらずっと見とるんです

けど、その辺のところも含めて、ちょっとご答弁いただけませんか。 

○小角政策総務部長 職場環境の改善ということで、昼食を、実際、我々も以前からずっ

と職場で食べているのが、それが普通な状況です。 

 ただ、自席で食べる理由もございます。我々、幹部であったり、特に課長であったり

とかという部分は、やっぱり窓口でどうしても対応しないといけない場合があって、席
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を離れていたら、すぐ対応できないというところもある関係で、職場、自席で食べてい

るというところもございます。 

 そうじゃない、交代で食べている人に関しましては、実際、今の食堂が狭いという、

ここは構造上、どうしてもスペースしかないところをどういうふうな形で改善していく

かという部分に関しましては、庁舎管理の担当と今ちょっと協議等しながらやっていっ

ていますので、何がベストか、ベストに近くなるような、状況が少しでも良くなるよう

にはしていきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○村井委員長 今、部長からご答弁いただいたように、やっぱり何がベストか、生産性の

向上といったところに、しっかりとオン・オフをつくっていただいて、勤務日とお休み

の日、勤務時間帯の中でも、ここはしっかりと休憩というオンとオフの使い分けのとこ

ろですね。その辺のところ、すごく生産性の向上といったところにやっぱりすごく影響

があって寄与するところだと思うので、その辺もしっかりと考えてもらえますようにね。 

 ある役所では、食堂もしくは休憩スペースを充実させた。その中で、幹部職員の皆さ

んが率先して利用していると。やっぱり幹部が利用することによって、皆さんで和気あ

い、ざっくばらん、いろいろ、そういう休憩時間なのでね、プライベートなお話からい

ろいろあるのかもわからないですけど、やっぱりそういう工夫もしている行政もあると

いうことだけ、ここで申し上げて、次の質問に行きたいと思います。 

 ５９頁のところで、公用車のところで、これ、令和６年度ぐらいで、令和７年度ぐら

いなのか、公用車でＮＨＫの受信料をＮＨＫから請求されているというので、今ニュー

スで、どこどこの自治体では何台で何万円とかいって出てるんですけど、太子町では、

今現状としてどういうことになっているのか、教えていただけませんか。 

○嚨中会計管理者兼会計課長 公用車のＮＨＫの受信料についてですけれども、本来ＮＨ

Ｋからは、ＮＨＫを受信する設備がある時点で受信料が発生するという形になっており

ます。そういう形でいいますと、公用車のカーナビにありますワンセグのテレビですと

か、携帯電話のワンセグも全部その対象になるという形の方針で徴収されていて、裁判

とかの判例でも一定そういう形になっているようなことが状況になっております。 

 委員おっしゃるように、報道等で大きな市町村、自治体ですとか、ＮＨＫの受信料を

請求されて支払っているというのが、そういうふうな流れが今ありますけれども、一方、

税金で運営している公用車につきましては、そもそもテレビを見るためにナビをつけて
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いるのではない、税金でまたＮＨＫの受信料を払うというのはどうかというような議論

も今、されているところです。 

 太子町につきましては、今のところ、ＮＨＫからの請求はございませんので、請求が

あった際には、その内容等を確認して、今後対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○村井委員長 続きまして、１４３頁の消防局のことで、組合が始まりました、令和６年

度ということで、今までやってきた統合した結果、どういう効果が実際現場であったの

か。また、総評じゃないですけど、その辺のところの感想と、また、これから進めてい

く中の課題とかいうところのことがあれば、教えていただけませんか。 

○小路自治防災課長 大阪南消防組合の関係なんですけれども、令和６年４月１日に広域

化され、８市町村で構成団体という形の部分でされました。 

 ただ、去年の大阪南の火災とか救急の件数なんですけれども、全体で火災が９６件、

太子町が、うち４件ありました。救急が全体で３万２千８８８件、うち太子町が７９８

件ありました。 

 これについてなんですけれども、救急車については、到着時間が非常に短くなったと

いうふうに思っております。太子分署から出た分につきましては、町内ですから早いん

ですけれども、出張所の救急車が出ていた場合につきましては、今まででしたら、富田

林署しかできなかったんですけれども、あと、羽曳野市の出張所とか、高速を使ってで

も来れますので、非常に速くなったという形になります。 

 あと、消防につきましても、今まで富田林署の管内であれば、建物火災であれば、７

つの消防車が出たんですけれども、１１台というふうに台数が増えていきましたので、

建物火災については、非常に早く、皆さん、消火をしていただいている状況でございま

す。 

 課題につきましては、ちょっと今のところ聞いてないんですけれども、今のところ、

そうですね、あまりないような状態ということでは聞いております。 

 以上です。 

○村井委員長 先日も建物火災があったときにも、周辺の方がおっしゃっていたのが、消

防車が１０台ぐらい来てたわと、やっぱりこれは広域化したところのことで、今までと

違うなというふうにおっしゃっていた住民さんもございますし、私たち議員も、先日研

修で受けたときに、さっき説明にありましたように、救急車のバックアップ体制。もし
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ここの太子町の救急車が行っていたら、よそからすぐ来れるように。今までと違うのは、

やっぱり羽曳野市からこっちへ入ってくる、また、太子町の救急車が羽曳野市に行くこ

とも可能になったといったところで、縦横無尽にそういう対応できるようなところでと

いうようなところであったと思うので、その辺のところと、あと、出張所の救急車とか

消防車、もしくは、出張所の建物についてのご要望とかそういうのは、今はないんでし

ょうか。 

○小路自治防災課長 今の出張所の関係なんですけれども、感染症対策として、今年度、

令和７年度になるんですけれども、一部のトイレとか、手洗いの関係を整備するという

形ではおっしゃっております。 

○村井委員長 またその辺のところのご要望があれば、できる限り、そういうところのし

っかり予算を取っていただいて、対応していただきますようにお願いしておきます。 

 １４５頁の消防団のところでもちょっとお聞きしたいんですけど、消防団の資機材の

整備状況なんですけど、資機材を整備するに当たっては、やっぱり消防団のご意見に基

づいて、そういう整備していくのか、していかないのか。もしくは、事務局からこうい

う整備をしますよというようなところの提案をもって、消防団で審議してもらうのか。

そういういろんなパターンがあるかと思うんですけど、整備についてちょっと教えてい

ただけませんか。 

○小路自治防災課長 消防団の資機材の関係なんですけれども、資機材につきましては、

事務局からの提案もありますけれども、消防団からも提案があれば、そちらを検討させ

ていただいて、調整させていただいた上で検討していくと、購入していくという形には

なってくると思います。 

○村井委員長 その中で、この令和６年度というところで、令和６年度の下期で、全国で

大規模な山林火災があって、住宅域にも迫るというのが令和６年度だったと思うんです

けど、やっぱり太子町にも山林、太子町だけじゃなくて、この南大阪消防組合に構成団

体の中にも、やっぱり山間部、中山間地といったところに適した行政、自治体があると

思うんです。 

 その中で、山林火災用の資機材の整備の状況って、今、どういう資機材を整備されて

いるのか、教えていただけませんか。 

○小路自治防災課長 山林火災、大阪南の整備状況はちょっと把握はできてないので、非

常に申し訳ないんですけれども、ただ、ポンプ車とか、あと、可搬式のポンプにつきま
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しては、山林用で十分賄えるというふうに思っております。 

 ただ、背負い式の消火の、水をためて背中に背負う、消すやつがあるんですけれども、

そちらの部分を、今後また検討していかなあかんのかなというのは、山林火災上の部分

の中で必要なのかなというのは思っておるんですけれども、今後、検討という形の部分

とさせていただきます。 

○村井委員長 今ご答弁があったように、特に宮城県、私、宮城県に、愛媛県の山林火災

の現場では、常備消防の方、また地元の消防団の方が懸命なのと、自衛隊ヘリ、いろい

ろ関係のヘリが上から水というか、消火剤をまいてあたっておられた。 

 やっぱりそういうところでも、ちらっとでもいいですから、地元消防団は、では、そ

のときに何をしていたのか。どういう資機材を携帯活用して消火にあたっていたのか。

また、消火にあたらず、また違う役割のところを果たしたのかとか、やっぱりそういう

ところでどういう資機材を整備したらいいのかというのがよく分かるかと思うので、ま

たその辺のところも前向きに検討してもらえますように、山林用の資機材の整備も前向

きに検討してもらえますようにお願いしておきます。 

 すみません。これちょっともう１個飛ばして、最後にちょっと、これも予算書にでて

いないやつ、ちょっと聞かせください。 

 今までの中、太子町として公民連携っていろいろやってこられた中で、今、公民連携、

事業所、団体、大学を含めて、公民連携の協定締結数というのは何件ぐらいされてるん

ですか。 

○田中企画担当課長 すみません。包括連携協定ではございますが、その部分で１４社で

ございます。 

 一応、事業連携といたしまして、あくまでも本課、秘書政策課で連携させてもらって

いるのは８社でございます。 

 以上でございます。 

○村井委員長 この１４社の中には大学というのは入らないんですか。 

○田中企画担当課長 入っています。 

○村井委員長 一定、ここ令和６年度じゃなくて、その前から公民連携というところで、

世の中がそういうふうなところで、公共だけではなくて、いろんなご意見、いろんなお

力を借りながら、行政また事業を進めていく。また、もちろん住民協働というのは基本

だと思うんですけど、その中で、公民連携を進めていく中で、効果検証というのをね、
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実際これ進めてみたけどどれだけの効果があったのか、住民さんにどれだけの影響があ

ったのか。新たな事業でこれやりましたけどすごい効果出しましたよという、ちょっと

そういうところの検証をするタイミングもありじゃないのかなと思ってるんですけど、

その辺の検証についてはどうお考えですか。 

○田中企画担当課長 そうですね、公民連携についての検証ではございますが、例えばな

んですけれども、産官学連携ということで、ガクチカづくりの支援プロジェクトという

のがございまして、四天王寺大学さん、それと、Ｆ.Ｃ.大阪さんということで連携しな

がらということで、太子町の生涯を通じたスポーツであったり、健康まちづくりを通じ

て、学生が就職活動で自己ＰＲに用いる場というところで、学生時代に力を入れたこと、

それをガクチカというんですけれども、そういった部分のづくりというんですかね、そ

ういうのを支援する取り組みでありまして、そういう部分で、一定、今回もＦ.Ｃ.大阪

さんで８月末に太子町民応援デーですね、そういう部分でさせてはいただいたんですけ

れども、そのあたりを、皆さんですね、四天王寺大学さんの学生さん、そこの関係の職

員さんですね、集まっていただきながら、振り返りとか、そういったまた検証とかは、

今のところまた進めさせていただこうと思っております。 

○村井委員長 今ご答弁の中に、Ｆ.Ｃ.大阪さんということで、Ｆ.Ｃ.大阪さんね、広報

にも載っていましたけど、太子町民デーという日を設定していただいて、いろいろ太子

町のまちづくり、そういうところのＰＲに寄与していただいている、また、Ｆ.Ｃ.大阪

さんにおかれては、花園に新スタジアムですかね、また動きを再開していくと。いろい

ろちょっと事業のところが１回停止状況になったけど、また進めていくんだというのも

プレス発表がありましたし、すごい馬力やなと思いながら。 

 今、Ｆ.Ｃ.大阪さんの事業だけではなくて、１４協定ですかね。やっぱり一旦検証と

いうのが必要だと思うんですね。 

 先ほどもちょっと、政策総務部長なんかが、限られた人員の中で進める中では、やっ

ぱり公民連携や言っても、職員の個々の負担はかかっているわけで、組織に負担はかか

っているわけで、やっぱりそれはなんぼいいと思っていても、ちょっと待てよ、太子町

にそこまでの福祉の向上に寄与するか、そこまでの見込みはあったけど、やっぱりこの

実績だったら難しいでというところもあるかと思うのでね、ちょっとその辺はしっかり

と、決算委員会なので、検証してもらうタイミングをまたつくってもらえますようにお

願いして、私の質問を終わります。すみません。 
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○早瀬副委員長 そしたら、すみません。村井委員長と交代させていただきます。 

○村井委員長 私、ないと思ってたんですけど、岡野委員。 

○岡野委員 気になっていたことがあって、すみません。緊急通報装置というところら辺

で、独り住まいの方とか。（「また説明があった後で」の声あり）今するべき問題じゃな

いですか。（「そうです、そうです」の声あり）いや、そういうことも分からなくて、す

みません、皆さん、ご迷惑をおかけして。 

○村井委員長 岡野委員、よろしいですか。 

○岡野委員 分かりました。また教えてください。 

○村井委員長 では、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、政策総務部関係についての質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は２時２０分といたします。 

午後 ２時０８分 休 憩 

                                        

午後 ２時１９分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、健康福祉部関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○木村健康福祉部長 それでは、健康福祉部所管の歳出について、事業別区分の決算額の

大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 ８４頁、８５頁をお開きください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、支出済額２億９千１７７万３千

４１８円。 

 社会福祉管理事業４千８０６万４千６１１円は、太子町社会福祉協議会や地域福祉推

進のための各事業などに係る補助金のほか、南河内広域行政共同処理事業負担金などで

ございます。 

 ８６、８７頁をお願いいたします。 

 民生費等事業１２２万３千４９１円は、本町の民生委員児童委員、保護司会や更生保

護女性会の活動に係る経費でございます。 

 地域福祉援護事業５９万６５０円は、法律行為を自ら行うことが困難な方を保護支援

する成年後見人制度等に係る経費で、助成金として２１万６千円を支出しております。 
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 地域福祉コーディネーター配置事業３９６万２千４１４円は、会計年度任用職員とし

て社会福祉士１名に係る経費で、各種相談事業業務に従事しております。 

 重層的支援体制整備事業１千１４９万９００円は、重層的支援会議などの協議を通じ

て、各支援関係機関の役割分担や継続的支援につなぐための事業として、社会福祉協議

会に委託しております。 

 過誤納還付事務事業５６８万５千６７６円は、福祉介護課が所管する各種事業確定に

伴う国・府支出金等の精算に伴う償還金でございます。 

 次の頁、８８、８９頁をお願いいたします。 

 中段の過誤納還付事務事業１万９千８５２円は、保険医療課が所管する未熟児養育医

療給付事業に係る令和５年分の事業確定に伴う国庫への償還金でございます。 

 物価高騰対応重点支援事業３千９７９万１千４０円は、低所得者の負担軽減を目的に、

１世帯当たり３万円、当該世帯の１８歳以下の子ども１人当たり２万円を支給した低所

得者世帯生活支援給付金に係る経費でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業（繰越明許費分）５９４万１千７６５円は、低所

得世帯へ１世帯当たり７万円の給付金を支給した低所得世帯生活支援給付金に係る経費

でございます。 

 ９０、９１頁をお願いいたします。 

 ２目障がい福祉費、支出済額４億６千７５８万１千９７３円。 

 障がい福祉管理事業４０万２千６７５円のうち、１２節委託料の障がい者緊急一時保

護居室確保事業委託料２６万４千２９３円は、障がい者に対する虐待が発生した場合の

一時避難所として、南河内６市町村で居室を確保するための費用でございます。 

 心身障がい者（児）事業６０２万５千１８９円のうち、７節報償費の心身障がい者等

給付金５２０万６千円は、身体障がいや精神障がい、療育手帳をお持ちの在宅の方に対

する給付金でございます。 

 障がい者自立支援給付等事業４億５千４０７万２千４５６円のうち、１２節委託料の

在宅入浴サービス事業委託料１１０万４００円は、自宅において、家族の介助だけでは

入浴が困難な重度の身体障がい者の方に提供する訪問入浴サービスとなっております。 

 ９２、９３頁をお願いします。 

 また、１９節扶助費のうち、介護給付・訓練等給付費４億３千６２１万９千７８９円

は、障がい者が安心して自立した日常生活が送れるよう、居宅介護共同生活援助や生活
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介護等のサービスを提供する事業でございます。 

 自立支援医療給付事業１３７万９千２５３円のうち、１９節扶助費の更生医療給付費

１３７万２千７４９円は、身体障がい者でその障がいを除去、軽減する手術などの治療

によって、確実に効果が期待できるものに提供される更生のための医療に対する給付で

ございます。 

 重層的支援体制整備事業５７０万２千４００円のうち、１２節委託料は、障がい者に

必要な情報提供や助言を、総合的かつ専門的に行う基幹相談支援センター委託料２１６

万７千円や、障がい者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言などを行う障がい者相

談支援事業委託料３５３万５千４００円となっております。 

 続きまして、３目老人福祉費、支出済額５３９万１千６６８円。 

 介護保険施設整備事業１２５万円は、地域密着型介護老人福祉施設「ふくの音」の整

備に係る借入金利子に対する助成で、平成２８年度から令和７年度までの１０年間を助

成期間としております。 

 在宅高齢者支援事業５８万２５０円は、独り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対

象として、緊急時に迅速な対応を図るために緊急通報装置を設置するものでございます。 

 高齢者介護予防拠点づくり事業３４万４千１１円は、グラウンドゴルフ等多目的交流

広場の維持管理経費で、主に電気料や水道料、グラウンド周辺の除草業務委託料などと

なっております。 

 老人ホーム入所事業２０２万３千９７０円は、６５歳以上の高齢者で、心身の状況や

置かれている環境、また、経済的な理由などを総合的に勘案して、在宅で日常生活を営

むことが困難な人に対する養護老人ホーム入所措置費となっております。 

 敬老祝事業３０万３千７７円は、金婚式記念品代及び敬老祝い金で、令和６年度の金

婚式の対象者は１３組、敬老祝い金は１００歳の方が対象で４名でございます。 

 ９４、９５頁をお願いします。 

 老人クラブ活動等社会活動促進事業５６万７千円は、老人クラブ和光会の活動を助成

するための補助金でございます。 

 社会福祉法人等による利用者負担額助成事業６万８千円は、低所得で生活が困難であ

ると認定した要介護者に対して、サービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減した社会

福祉法人等に対して助成するものでございます。 

 外出支援事業（地域支え合い型移動サービス支援）２５万５千３６０円は、高齢者の
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生活支援として地域支え合い型の移動サービスを実施する団体に対して、町の公用車を

貸し出す支援を行うもので、主に貸出用の公用車２台に係る燃料費のほか、修繕費や保

険料となっております。 

 ４目老人医療助成費につきましては、令和２年度末をもって経過措置を含めて制度が

終了したことから、医療機関や助成対象者から遅れて請求があった場合の対応として予

算計上しておりましたが、令和６年度中の支出はございませんでした。 

 ５目重度障がい者医療費助成費、支出済額２千５２７万８千５３９円。これは１級ま

たは２級の身体障害者手帳をお持ちの方など、重度の障がいがある方の医療費の自己負

担に対して助成するものでございます。 

 ６目ひとり親家庭医療助成費、支出済額９９１万２千５８２円。これはひとり親家庭

で１８歳に到達した年の年度末までの子どもと親、または、養育者の方に対する医療費

の自己負担に対して助成するものでございます。 

 ７目子ども医療費助成費、支出済額４千８１０万８千１８０円。これは対象者を１８

歳に達した日以降の最初の３月末を経過するまでの者として、高校卒業までの年代の子

どもの入院及び通院に係る医療費の自己負担に対して助成するものでございます。 

 ８目未熟児養育医療給付費、支出済額３４万７千２８円。出生時の体重が２千グラム

以下であるなどの未熟児を対象として、正常な新生児の機能を有するまでの指定養育医

療機関への入院費に対して給付を行うものでございます。 

 １０目国民健康保険費、支出済額１億４千１９７万４千７８３円。 

 ９８、９９頁をお願いします。 

 国民健康保険特別会計繰出金事業１億１千２０８万１千３９３円は、国民健康保険特

別会計への繰出金で、保険基盤安定繰出金のほか、その他一般会計繰出金として、集団

健診の際の国保被保険者のがん検診に係る経費や、福祉医療費助成事業に係る国庫負担

金減額相当分の繰出金でございます。 

 １１目介護保険費、支出済額２億７千９２７万９千８１８円。 

 介護保険特別会計繰出金事業１億９千６７８万６千５３５円は、介護保険特別会計へ

の繰出金で、介護給付費や地域支援事業事務費に対する繰出金となっております。 

 また、低所得者保険料軽減繰出金１千２９４万８千７５２円は、１号被保険者の保険

料のうち、第１段階から第３段階の方の負担が国の制度で軽減されることに伴い、繰り

出すものでございます。 
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 サービス事業６６９万７千７７３円は、地域包括支援センターが事業所として実施す

る介護サービス事業で、会計年度任用職員のケアマネジャーに係る経費で、要支援１、

２の認定を受けた方などのケアプランの作成に係る介護予防支援負担金となっておりま

す。 

 なお、要支援の方を対象とする介護予防プランの作成件数は７４９件で、総合事業対

象者に対する介護予防ケアマネジメントの作成件数は４３６件となっております。 

 １００、１０１頁をお願いいたします。 

 重層的支援体制整備事業（福祉介護課）８８９万９千円は、地域包括ケアシステムの

推進に向けて、高齢者世帯等を対象に、地域において介護予防や生活支援などの様々な

日常生活上の支援体制の充実強化のための生活支援コーディネーターの配置に要する経

費として、生活支援コーディネーター委託料となっております。 

 重層的支援体制整備事業（いきいき健康課）９８４万４千９５７円は、地域ケア担当

研修会や元気ぐんぐんトレーニングに係る経費のほか、相談に係る包括支援センターの

運営経費として、１２節委託料の包括支援センター相談窓口機能拡充委託料３８万３千

２５０円や、地域福祉協議会に委託しておりますサロン送迎委託料３９７万３千２００

円でございます。 

 １２目総合福祉センター維持管理事業、支出済額２千５２５万２千９００円。 

 総合福祉センター維持管理事業のうち、１２節委託料の指定管理委託料は、総合福祉

センターの維持管理などを社会福祉協議会に委託したものでございます。 

 また、１４節工事請負費８０６万１千９００円は、老朽化した施設等に対して修繕工

事を行ったものでございます。 

 １０２、１０３頁をお願いいたします。 

 １３目後期高齢者医療、支出済額２億１千６３３万２千５６円。これは本町を含めた

府内市町村で構成する大阪府後期高齢者医療広域連合が保険者として行う後期高齢者医

療保険制度に係る経費となっており、１８節の負担金補助及び交付金の１億６千９７７

万４千３５７円は、後期高齢者医療制度の医療給付費等に係る定率負担金や、広域連合

への事務負担金となっております。 

 また、２７節の繰出金４千６５５万７千６９９円は、本町の後期高齢者医療特別会計

へ繰り出すもので、事務費や保険基盤安定制度に係る保険料軽減分の繰出金でございま

す。 
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 ２項児童福祉費、１目児童措置費、支出済額２億２６４万２千４９４円。児童手当事

業として児童手当の給付に係る経費で、令和６年１０月に児童手当の所得制限の廃止と

支給年齢が拡大され、高校卒業までの児童を養育している養育者に対して支給されるも

のとなっております。 

 ２目児童運営費、支出済額３億７千６０９万５千１８２円。 

 保育所運営事業は、保育所運営に係る経費となっており、１８節負担金補助及び交付

金の３億７千５６０万４千６２２円のうち、次の頁、１０４・１０５頁、やわらぎ・松

の木両保育園の保育所入所委託費３億４千万８千８４０円のほか、各園への各種補助金

となっております。 

 なお、令和６年度末の児童数は、やわらぎ保育園が８９人、松の木保育園が９８人、

やわらぎ幼稚園が８０人、広域入所は４人で、計２７１人でございます。 

 ３目放課後児童会費、支出済額３千７７４万９千９２８円。 

 放課後児童会運営事業は、放課後児童会の運営に係る経費で、主に会計年度任用職員

として雇用しております支援員及び補助員に係る経費のほか、施設維持管理に係る経費

でございます。 

 令和６年度のクラス編成は、磯長教室４クラス、山田教室１クラスでございます。 

 ４目児童福祉費、支出済額２億７千５４７万３千８円。 

 児童福祉管理事業は１２万２千６３６円、子育て支援課の事務関連費で、窓開き封筒

作成に係る印刷代などでございます。 

 次の頁、１０６、１０７頁をお願いいたします。 

 子ども・子育て支援事業３千９４５万３千３７７円のうち、１８節負担金補助及び交

付金の多子世帯保育料等助成金１千７２８万４千２１０円は、国の多子世帯保育料負担

軽減制度を拡充する町の単独施策として、第２子目半額、第３子目無料で助成していま

したが、令和６年度より更に拡充し、第２子目以降の保育料を全額助成しております。 

 児童虐待防止事業９６４万２千７５円は、児童虐待防止対策事業に係る社会福祉士等

の会計年度任用職員の経費などでございます。 

 １０８、１０９頁をお願いいたします。 

 発達障がい児等療育事業３７７万４千３３１円のうち、１２節委託料の障がい児療育

等支援事業委託料７７万円は、発達に関して遅れのある児童を対象とした５人程度の小

クラスの教室で、太子町、河南町、千早赤阪村の３町村で共同実施しております。 
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 保育所等巡回支援・児童個別支援事業１千５４３万１千７５１円は、町内の保育園、

幼稚園、小中学校を臨床心理士等が巡回し、教員等に児童への関わり方などについて助

言を行う事業で、専門職の報償費などでございます。 

 次に、障がい児通所支援給付事業１億８千４６９万４千１３円のうち、１９節扶助費

の障がい児通所等給付費１億８千２２７万２千９３６円は、小学校就学前の児童の発達

支援事業と就学後の放課後等デイサービス事業の利用に対する給付事業で、年間実利用

人数は１１９人の利用実績となっております。 

 重層的支援体制整備事業８３９万８千円は、やわらぎ幼稚園に地域子育て支援センタ

ーの運営を委託している経費でございます。 

 医療的ケア児支援事業６千９６０円は、医療的ケアの必要な子どもたちが地域で安心

して生活を営むことができるよう、河南町、千早赤阪村と共同で、関係機関の協議の場

の設置や医療的ケア児に対するコーディネーターを配置し、質を向上するための研修会

に要する費用でございます。 

 過誤納還付事務事業１千３９４万９千８６５円は、前年度の事業確定に伴う子育て支

援課所管の国・府支出金の精算に伴う償還金でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額７千６７４万５千４５

９円。 

 保健衛生管理事業３千２１９万５千２１０円のうち、１節報酬１千１１８万１千７１

５円は、保健センターが実施しております事業全体に係る看護師や管理栄養士、事務補

助等の会計年度任用職員の報酬でございます。 

 １１２頁、１１３頁をお願いします。 

 また、１８節負担金補助及び交付金のうち、小児救急医療事業負担金１千４２８万５

千４７４円は、南河内南部の３市２町１村が共同実施しております小児救急医療事業の

運営負担金で、医療実績は、令和６年度の１年間の受診者全体では延べ６千２２５人、

このうち、太子町の方は２２７人でございます。 

 市町村健康対策推進事業４７万３千５６５円は、健康づくり推進会議や自殺予防対策

関係の経費のほか、１８節負担金補助及び交付金２２万４千９２５円のがん患者医療用

補整具購入費助成金は、がん治療に伴う外見の変化に対する心理的負担の軽減などを図

るため、医療用ウイッグなどを購入した方に対する助成費で、対象者は１２人でござい

ます。 
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 保健センター維持管理事業４８８万５千６４６円は、保健センターの維持管理に係る

経費で、ガス代や電気料などのほか、清掃や設備保守などでございます。 

 １１４、１１５頁をお願いいたします。 

 過誤納還付事務事業９７７万３千８１４円は、いきいき健康課に係る前年度の事業確

定に伴う国・府支出金の精算に伴う償還金でございます。 

 ２目健康管理費、支出済額１億４千６１万８千６０９円。 

 予防事業４千３５２万９千７１８円は、各種定期予防接種に係る経費でございます。 

 １２節委託料のうち、予防接種法に基づく乳幼児等予防接種委託料２千５９２万１千

７１０円。また、６５歳以上の高齢者の方などを対象とするインフルエンザ予防接種委

託料８１０万８３８円は、対象者２千１９５人に対する接種費用のほか、新型コロナワ

クチン接種委託料７６３万１千２７６円などでございます。 

 １１６、１１７頁をお願いいたします。 

 健康教育事業１千１５２万７千１１０円のうち、１２節委託料の運動スポーツ習慣化

促進事業委託料１千１０４万８千円は、自らの健康に無関心な方を対象に、運動やスポ

ーツの習慣化を図る運動スポーツ習慣化促進事業に係る経費となっております。 

 健康相談事業１３万８千２７０円は、健診の結果説明等に係る経費や、毎年年度当初

に各ご家庭に配布いたしております保健センターの事業案内等に係る印刷代などとなっ

ております。 

 健康診査事業１千６３５万８千５２２円は、各種がん検診や４０歳以上の方を対象と

した特定健診時の追加項目の健診などに係る経費となっております。 

 １２節委託料の健診委託料は、各種がん検診等の費用に加えて、骨密度測定や成人歯

科検診等でございます。 

 集団健診事業３６８万３千８１７円は、毎年８月下旬に行っています「とくとく健診」

と２月に行っております「ミニミニドック」に係る経費で、令和６年度は台風接近に伴

い、例年より１日少ない計６日間の実施となり、受診者は７２２人でございます。 

 １１８、１１９頁をお願いいたします。 

 母子保健事業１千２万２千８９３円は、妊婦から出産後３歳６か月児までの妊婦健診

及び乳幼児健診等に係る経費でございます。 

 健康マイレージ事業８３万３千９４８円は、本町が実施しております健康マイレージ

事業「たいしくんスマイル」に係る商品代や啓発用チラシ等の作成に要した費用でござ
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います。 

 なお、令和６年の「たいしくんスマイル」の応募総数は、前年に比べ２５人増の１千

７８人となっております。 

 妊娠出産包括支援事業６５０万３千６２９円は、妊娠期から１歳半までの子育て期に

わたる母子保健に関する総合的な相談支援を行うための経費で、次の頁をお願いいたし

ます、１８節負担金補助及び交付金の出産子育て応援交付金５５０万円は、妊娠届出時

と出産届出時に支給する５万円の交付金で、令和６年度は、妊娠時５６人、出生時５４

人の延べ１１０人に支給しております。 

 後期高齢者事業２４１万１千４５６円は、７５歳の高齢者に対する介護予防と保健事

業の一体的取り組みに要する経費で、事業実施に必要な看護師等の報酬でございます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業４千４４１万２千円は、新型コロナワクチンの

集団接種でワクチン接種を受けた方で、接種の数日後に死亡された方のご遺族に給付す

る死亡一時金でございます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（繰越明許費分）１１９万７千２４６

円は、令和５年度に実施した新型コロナウイルスの臨時予防接種に係る残務処理に要し

た経費となっております。 

 少し頁を飛んでいただきまして、１６８、１６９頁をお願いいたします。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費、預かり保育事業（子育て支援課）の１８

節負担金補助及び交付金の子育てのための施設等利用給付費２３万５千４００円は、幼

児教育・保育無償化に伴い、町立幼稚園の預かり保育を利用された場合の自己負担分に

対する給付で、園児延べ９７人分でございます。 

 私立幼稚園等助成事業（子育て支援課）３千３２６万７千９９５円は、町内私立幼稚

園及び町内在住者に対する幼稚園教育の振興と幼児教育における保護者負担の軽減を図

るための事業に伴う経費で、１８節負担金補助及び交付金の施設型給付負担金２千９４

２万７千８０５円は、園運営の健全化を図るための助成金でございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。２４、２５頁になります。 

 １３款分担金及び負担金、１項分担金、１目民生費負担金、収入済額３千４０３万８

千２４４円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額７４８万９千１５４円は、未熟児養育医療給付事業
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に係る自己負担分である未熟児養育医療費負担金４千円と、南河内府民センター内に共

同設置している広域福祉課業務を行う本町職員１名分に対する人件費負担金７４８万５

千１５４円でございます。 

 次に、２節老人福祉費負担金については、令和６年度の収入はございませんでした。 

 ３節児童福祉費負担金、収入済額２千６５４万９千９０円は、保育所入所に伴う利用

者負担金で、保育料収入でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、次の頁、２６、２７頁をお願いします、２目

民生使用料、収入済額１千２万４千７４４円。 

 １節放課後児童会使用料の収入済額９６６万６千４５０円は、磯長・山田両教室の児

童１６９人分の使用料でございます。 

 ２節福祉センター使用料、収入済額３５万６千７６７円は、つばき作業所及び関電電

柱に係る行政財産使用料でございます。 

 ３節多目的交流広場使用料１千５２７円は、設置しております自動販売機に係る使用

料でございます。 

 ２８、２９頁をお願いいたします。 

 ２項手数料、２目民生費手数料、収入済額５９１万１千５５３円。 

 １節介護予防支援手数料、収入済額５６８万１千５５３円は、介護予防プラン及び介

護予防ケアマネジメントの作成に伴う手数料でございます。 

 ２節事業所指定等手数料、収入済額２３万円は、通所や居宅等の介護サービス事業所

の指定に係る手数料でございます。 

 続きまして、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、収入済額

６億１千５７８万９千１２５円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額２億７７１万３千９５１円は、主に更生医療や未熟

児養育医療給付費のほか、国保特会への繰出金に対する保険基盤安定負担金、介護給

付・訓練等給付費や介護特会への繰出金に対する低所得者保険料軽減負担金などでござ

います。 

 ３０、３１頁をお願いいたします。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額４億８０７万５千１７４円は、保育所の運営費に対

する保育所入所委託費負担金、児童手当負担金は、児童手当費総額の約７０％が国庫負

担分、障がい者通所事業給付費負担金は、児童発達支援や放課後デイサービス等を利用
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した際の給付費に対する負担金でございます。 

 ２目教育費国庫負担金、１節教育振興費負担金、収入済額１千４２６万４千３２８円

は、認定こども園の運営及び未移行園等利用給付費に対する国庫負担金です。 

 次に、３目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金、収入済額４千４５８万８千６

３８円は、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金４千４４１万２千円、新型コロ

ナウイルスワクチン接種対策費に対する負担金（繰越明許費分）１７万６千６３８円で

ございます。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、収入済額６千５７３万円。 

 １節社会福祉費補助金、収入済額３千６６３万３千円は、障がい者の自立支援に対す

る地域生活支援事業費等補助金４４８万２千円、及び、社会福祉総務費や障がい福祉費

などの各科目で支出された重層的支援体制整備事業に対する交付金２千８０７万２千円

となっております。 

 ２節児童福祉費補助金、収入済額２千９０９万７千円は、主に児童虐待・ＤＶ対策等

総合支援事業補助金の１６０万７千円は、児童虐待防止事業に対する補助金で、補助率

は２分の１でございます。 

 地域子ども・子育て支援事業交付金１千７５８万８千円は、放課後児童会事業等に対

する補助金、また、保育対策総合支援事業費補助金１１４万円は、松の木・やわらぎの

両保育園への保育体制強化事業に対する補助金となっております。 

 ３目衛生費国庫補助金、次頁、３２、３３頁をお願いいたします、１節保健衛生費補

助金、収入済額２千１４９万８千円は、主に、出産・子育て応援交付金７３６万３千円

は、伴走型相談支援に係る医療専門職の人件費及び妊娠届出時と出産届出時にそれぞれ

５万円を支給する出産子育て応援ギフトの実施に対する交付金。 

 地域スポーツ振興費補助金１千１１０万９千円は、スポーツ習慣化促進事業に対する

補助金。 

 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越明許費分）１７５万６

千円は、令和５年度に実施した新型コロナウイルスワクチン臨時接種に係る残務処理な

どに対する補助金でございます。 

 次に、３項国庫委託金、２目民生費国庫委託金、収入済額３５３万６千９５７円のう

ち、１節社会福祉費委託金、収入済額３４４万８千８７９円は、国民年金事務に対する

委託金でございます。 
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 ２節児童福祉費委託金、収入済額８万８千７８円のうち、８万５千２５１円は、特別

児童扶養手当の支給事務に対する委託金、地域児童福祉事業等調査事業事務委託金２千

８２７円でございます。 

 １６款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、収入済額３億３千６０７万５

６６円のうち、１節社会福祉費負担金、収入済額１億９千５１６万８千４５４円は、主

に国民健康保険及び後期高齢者医療の保険基盤安定制度に係る保険料軽減分と保険者支

援分に対する負担金でございます。 

 ３４、３５頁をお願いいたします。 

 その他、更生医療や障がい者の自立支援制度に係る介護給付・訓練等給付費などに対

する負担金となっております。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額１億４千９０万２千１１２円は、保育所の運営費に

対する保育所入所委託費負担金６千９９５万７千２７１円、また、児童手当分担金２千

５３７万６千６０８円は、児童手当費総額の約１５％が府負担金となっております。 

 障がい児通所事業給付費負担金４千５５６万８千２３３円は、児童発達支援や放課後

デイサービス等を利用した際の給付費に対する負担金でございます。 

 ２目教育費府負担金、１節教育振興費負担金、収入済額１千５１万９千３８６円は、

認定こども園の運営費及び未移行園など利用給付費に対する府負担金でございます。 

 ２項府補助金、２目民生費府補助金、収入済額１億１千１８５万４千４５４円のうち、

１節社会福祉費補助金、収入済額３千５１７万４千１５円の主な内容でございますが、

中段にあります地域生活支援事業費等補助金２２４万１千円は、障がい者の自立支援事

業に対する補助金、また、その２つ下の地域福祉高齢者福祉交付金１千６１７万６千円

は、社会福祉一般事業、地域福祉コーディネーター配置事業などが補助の対象事業とな

っております。 

 次に、その下の重層的支援体制整備事業１千３８４万２千円は、各種相談事業などに

対する交付金でございます。 

 更にその２つ下の移譲事務交付金２３９万２千１７４円は、主に身体障害者手帳の交

付などに伴う権限移譲に係る事務交付金でございます。 

 ２節福祉医療費補助金、収入済額１千９９８万７千７０９円は、重度障がい者医療費

及びひとり親家庭医療並びに子ども医療のうち、就学前の乳幼児の公費負担費に対する

ものでございます。 
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 ３節児童福祉費補助金、収入済額５千６６９万２千７３０円のうち、地域子ども・子

育て支援事業交付金の１千５４１万７千円は、延長保育事業、放課後児童健全育成事業

に対する補助金。 

 また、新子育て支援交付金の４千５６万７３０円は、太子町子ども・子育て支援事業

計画に基づく子育て事業及び少子化対策事業などに対するもののほか、優先配分枠及び

成果配分枠として交付されたものでございます。 

 保育対策総合支援事業補助金の５４万８千円は、やわらぎ保育園・松の木保育園への

保育体制強化事業補助金でございます。 

 ３目衛生費府補助金、収入済額６８２万１千６００円の１節保健衛生費補助金、収入

済額６７３万９千円は、主に健康増進事業費補助金の３４４万９千円は、健康教育、健

康相談、訪問事業等の健康増進に対する補助金。 

 自殺対策緊急強化事業補助金６万円は、ゲートキーパー養成講座や相談会の講師謝礼

などに対するものでございます。 

 また、出産・子育て応援交付金２２２万７千円は、伴走型相談支援に係る医療専門職

の人件費及び妊娠届出時と出産届出時のそれぞれ５万円を支給する、出産子育て応援ギ

フトに対する交付金でございます。 

 次の頁、３８、３９頁をお願いいたします。 

 ３項府委託金、２目民生費府委託金、１節社会福祉費委託金、収入済額７千１５０円

は、４０歳から６４歳の生活保護受給者に対する要介護認定調査に対する府委託金でご

ざいます。 

 ４０、４１頁をお願いいたします。 

 １９款繰入金、２項特別会計繰入金、１目介護保険特別会計繰入金、１節介護保険特

別会計繰入金、収入済額７８５万８千８０９円は、重層的支援体制整備事業に対する財

源として介護保険特別会計から繰り入れたものでございます。 

 また、２目国民健康保険特別会計繰入金、１節国民健康保険特別会計繰入金、収入済

額３０４万１千２２９円は、一般会計予算でいきいき健康課が実施している国民健康保

険被保険者に対する各種健康増進事業の財源として、国民健康保険特別会計から繰り入

れたものでございます。 

 ４２、４３頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、３項受託事業収入、１目衛生費受託事業収入、１節高齢者保健事業収
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入、収入済額８９２万２円は、高齢者の介護予防と保健事業を一体的に実施する後期高

齢者事業に対する、後期高齢者医療広域連合会からの受託事業費交付金でございます。 

 ４項雑入、１目雑入、２節雑入でございますが、健康福祉部が所管するものといたし

ましては、４３頁、備考欄の下から８個目にあります健康教育参加負担金２千９００円

は、保健センターで行っていました調理実習の負担金。 

 その下、笑顔いっぱいプロジェクト参加負担金２万８千円は、わくわく農園等の参加

者負担金でございます。 

 次に、その下の総合福祉センター太陽光発電売電量２千５３６円は、関西電力の電気

買取り料でございます。 

 ４４、４５頁をお願いいたします。 

 上から１３番目の後期高齢者と福祉医療との高額療養費調整返還金８３万６千８６５

円は、後期高齢者医療の高額療養費と重度障がい者医療費助成との調整に伴う、広域連

合からの返還金でございます。 

 ２つ飛ばしまして、南河内広域行政共同処理事業分担金返還金３３万１千８５４円は、

南河内府民センター内に６市町村で共同設置しております広域福祉課に係る令和６年度

分担金の精算に伴う返還金でございます。 

 その下の電気代（多目的交流広場）１万４千６４円は、グラウンドゴルフ場の自動販

売機に係る電気代でございます。 

 その下の新型コロナウイルスワクチン接種費用、過年度分２万９千１８円は、前年度

分の他市町村の方への新型コロナウイルスワクチン予防接種費用でございます。 

 最後に、下から５つ目、新型コロナウイルスワクチン接種助成金４９８万円は、新型

コロナウイルスワクチン接種予防が、臨時から定期接種への移行における緩和措置とし

ての助成金でございます。 

 健康福祉部の所管する歳入歳出に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○村井委員長 ただいま健康福祉部関係の歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○岡野委員 先ほどは失礼しました。さっき言っていた緊急通報装置を取り付けてほしい

という８０歳前後の人かな、日頃はすごく元気で外へ出かけたりしておられるんですけ
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れども、やっぱり病気になったときがとても不安でと言ってこられて、それで、もう一

つは、今年みたいなこの猛暑続きで、できるだけもう外出は控えるようにって家にばっ

かりいてたら、ますます外と接することもなくなって不安になってきたということで、

その人と、もう２か月ぐらい前かな、そういうことを言ってこられたから、包括支援セ

ンターへ行って相談したんですわ。こういう装置取り付けられると聞いたんですけれど

と言って。そしたら、太子町は大阪ガスと提携していますって、その申請をしやんなあ

かん、紙に書いてね。 

 それで申請して、そしたらそれを役場から大阪ガスに渡してくださって、大阪ガスが

その人の家へ行ってくださってから分かったんですけれども、固定電話をもう契約して

ないんですって。そしたら、もううちはできませんって、大阪ガスはできませんという

ことだったんです。 

 それで、役所へまた寄せていただいて、やっぱりこの大阪ガスしかしてくれへんし、

大阪ガスでやったらその装置取り付けるときとか、維持していくときの補助が出るとお

っしゃるんです。その辺で、もうそれなら、個人的にどこかに頼んでしてくれますかと

いうことだったんですけれども、自分としては、やっぱりお年寄りの人が安心・安全で

住み慣れた地域で住めるように、やっぱり誰もが平等に取り扱ってもらえるような対策

を取ってほしいなって。その緊急連絡通報装置を取り付けるのでも、それから維持でも。

そういうことで、ちょっとずっとここにわだかまりを持ってるんです。どうしたらいい

かということね。 

 だから、町のほうで、やっぱり住み慣れた地で誰もが安心して安全でずっとここで生

活できるように、そういう緊急連絡通報装置をつけていただきたいんです。 

○嚨本福祉介護課長 今お話しいただきました緊急連絡通報装置の件ですが、決算書の頁

で申し上げますと９３頁の中ほどに決算ございますけれども、委託料として５８万２５

０円という決算額になっております。 

 おっしゃっているように、この委託先は大阪ガスとなっておりまして、現在、ちょっ

と年間で、若干の変動ありますけれども、大体５０から５５名の町内の高齢者の方がご

利用されておりまして、今のお宅につけている装置、簡単にご説明しますと、電話回線

にマイクつきの送受信機をつないで、ナースコールみたいなボタンがついてるんですけ

れども、緊急時にそのボタンを押したら、大阪ガスにつながって、オペレーターが、ど

うされましたかというようなことで、実績で申し上げますと、夜中に救急車を呼んだり
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とか、あとは、特段何もなくても、向こうから、大阪ガス側からどうされていますかと

いうような安否確認であったりとかという形で、幅広く活用いただいております。 

 今、設置状況、必須条件といたしまして、ＮＴＴの電話回線というのが必要ですとい

う案内を窓口でさせていただいております。ただ、これ、制度導入が若干ちょっと前に

なりますけれども、今、携帯電話が高齢者の方にも随分普及してきたこともあるかと思

うんですけれども、高齢者の方の世帯で、もう電話を解約されているという方がちらほ

ら、ご相談件数の中にもございます、実際。 

 そういった方が、実際解約されておったら、現行の装置は設置できないというような

ことになってくるんですけれども、今後を考えますと、そういった電話回線を解約され

る方が増えてくることも十分想定されますので、今、大阪府でまた違うサービスになる

んですけれども、携帯電話、無線ですね、を利用したようなサービスも提供しています

ということで聞いておりますので、ただ、電波がトンネル電波ですので、おうちの状況

によってはちょっと電波が入りにくいとかいうことがあるかもわかりませんが、そうい

ったところをちょっとまた調査いたしまして、本町でまた導入できて、十分活用できる

ようなシステムであれば、今後また導入の検討を積極的にしていきたいと思います。 

 以上です。 

○岡野委員 ありがとうございました。またお伝えしておきます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 １０７頁、子ども・子育て支援事業、ちょっと内容は書いてないんですけれ

ども、来年度からスタートいたしますこども誰でも通園制度の詳細をちょっと教えてい

ただければ。 

○胡麻子育て支援課長 すみません。こども誰でも通園制度といいまして、令和８年から

全国一斉実施ということで、今、準備を進めておるところです。 

 実際に利用される方については、月に１０時間、保育所の利用をすることができると

いうのが制度になっておりますが、対象者は、６か月の子どもさんから３歳までの子ど

もさんになります。 

 １つ条件があるのが、今、実際に保育所に通っておられない子どもさんを対象として、

利用していただくということになります。 

 その中で、太子町では、今、保育所の未利用者が１００人ほどおられます。その方た

ちでご利用していただくということで進めているところであります。 
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 以上です。 

○嚨本委員 申請は、これ、いつまでやる予定になってるんでしょうか。 

○胡麻子育て支援課長 申請行為ですけれども、実際に開始するのが令和８年４月からに

はなるので、始まってからの申請にはなります。 

○嚨本委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 今回の決算書の中でも、幾つもの科目というんですか、重層的支援体制整備

事業というふうな形で課をまたいで渡っていまして、この事業名からいいましても、そ

れぞれの高齢者であったりとか、障がい者、介護、保険、あと、障がい児、それと子育

て支援センターですか、絡んだ、これ以外のところとも多分連携されているかと思うん

ですけれども、具体的にどういうふうなケースが進んでいるのか、また、定期的なそう

いう連絡会議的なものもやられているのか、教えていただけたらと思います。 

○嚨本福祉介護課長 重層の具体的なケースということで、これ、おっしゃっているよう

に課がまたいでおりますので、あくまでもちょっと今現在、取り組み中の福祉介護課の

事例を申し上げさせていただきたいと思いますけれども、課題、問題を抱えた世帯の方

への支援ということになるんですが、抱えている問題、課題が、福祉介護課だけではち

ょっと対応し切れない部分も当然出てきておりまして、連携先の社協、また、町内の他

機関ですね、また、法的な機関もございますが、そういったところと連携しながら、今、

支援を必要としている世帯に対して共同で多機関で動いているというような状況でござ

います。 

○斧田委員 ありがとうございます。中々１人の人を支えるにしても、１部署だけじゃな

くて、これだけたくさんの関係課が集まれば、いろんな対応ができるかと思いますので、

これからも、中々部内で連携を取るというのも難しいかもわからないんですけれども、

頑張っていただけたらと思います。 

 それと、続きまして、９１頁のところですが、説明がありました障がい者の一時避難

場所というふうな説明があったんですけれども、具体的にそういう一時避難をしないと

いけないような事例も、やっぱり太子町の中でも起きてるんでしょうか。 

○嚨本福祉介護課長 障がい者の一時避難が必要となる場合のケースで申し上げますと、

ＤＶとかが多いですね。緊急性が必要だというときに、こういった避難場所を利用する

ことになるんですけれども、町内でも、ケースは少ないですけれども、ございます。 
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 そういったときに、やはりあらかじめ居室といいますか、そういったところを確保し

ておかないと、中々スピーディーな対応というのが非常に難しくなってまいりますので、

そういったことで、毎年、予算にも計上させていただいているようなことでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。中々大変な仕事だと思うんですが、よろしくお願い

します。 

 それと、あと、総合福祉センターの関係のことなんですけれども、バスのルートが変

わったりというふうなことで、利用者の変遷なんですけれども、どのような状況か教え

ていただけたらと思います。 

○嚨本福祉介護課長 町立総合福祉センターの利用状況でございますが、議会前にちょっ

と連絡箱に、社会福祉協議会の６年度事業報告書という冊子を入れさせていただいたか

と思います。それのちょっと最終頁に載っておりますので、また後でご覧いただければ

と思うんですが、６年度につきましては、センター利用者数が１万２千７６７人という

ことで、これ、入浴利用者数も含めてのことでございます。大体１日平均が５２、３人

となっております。 

 こちらの実績ですけれども、前年、令和５年と比較しますと、年間で約１千３００人

ほどちょっと減っているというようなことでございます。 

 以上です。 

○斧田委員 イメージからすると、交通手段というか、バスの便数もちょっと減っている

みたいなイメージを受けていたので、ちょっと心配していたんですけれども、中々その

中では、利用者の人が頑張って来られてるんかなというふうなイメージを受けました。 

 それと、続きまして、放課後児童会なんですけれども、先ほど説明あったんですけれ

ども、山田が１クラスの、磯長が４クラスで、できれば両方とも児童数というんですか、

教えてもらえたらありがたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○胡麻子育て支援課長 児童会の子どもの人数になります。磯長小学校が４クラスで平均

１２４名、ご利用いただいております。山田放課後児童会が１クラスで平均２２名、ご

利用いただいています。 

 令和７年度の当初のご利用者数ですけれども、令和７年４月で１２７名が磯長小学校

で、２７名が山田小学校の児童会になります。 

 以上です。 
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○斧田委員 どうもありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 斧田委員と同じく、総合福祉センターでございます。１０３頁。これの駐車

場工事の内容、総合福祉センター駐車場改修工事、また、その下にあります照明等改修

工事の詳細を教えていただきたいと思います。 

○嚨本福祉介護課長 福祉介護課からお答えさせていただきます。 

 まず、駐車場改修工事５５４万４千円の分でございますが、こちらは町立福祉センタ

ーに向かって、正面のアスファルト部分のところですね、正面に駐車場があると思いま

す。そちらの表層がかなり経年劣化しておりまして、もう骨材がむき出しになっている

ような状況でございました。あわせて、そちらの表層の打ち替えと一緒に、隣の隣接す

るつばき作業所ですね、こちらは未舗装のままの状態でご使用になられてたんですけれ

ども、そちらも併せてアスファルト舗装という形で工事をさせていただいたことでござ

います。 

 ２つ目の照明等改修工事につきましては、センター内の照明ですね、１階、２階含め

まして、ほとんどの部分が蛍光灯仕様でございましたので、ＬＥＤ化ということで、ま

ず、ＬＥＤ化をさせていただいたという部分と、あと、エレベーターですね、福祉セン

ター内に１基、エレベーターがございますけれども、エレベーターの定期点検、年２回

ですか、入っておるんですけれども、そちらでちょっと部品交換の指摘を受けていた部

分の対応ということで、こちらにつきましては、照明とエレベーターの修繕ということ

でございます。 

 以上です。 

○嚨本委員 ありがとうございます。福祉センター、やっぱり大分老朽化もしていると思

うんです。これ何年経過しているんでしょうか、建築から。 

○嚨本福祉介護課長 もう３０年以上は、庁舎より古うございますので、経っております。 

○嚨本委員 今後もまた計画的に補修を続けていく状況でしょうか。 

○嚨本福祉介護課長 ちょっと午前中でも、公共施設の絡みでお話があったかと思います

けれども、施設自体は鉄骨の建物でございますので、今すぐ躯体がどうのこうのなると

いうようなことではございませんが、やはり設備のほうですね、例えば、お風呂がござ

いますので、ボイラーがあります。ボイラーにつきましては、耐用年数が１５年だった

と思うんですけれども、１５年ということで、前回ボイラーを取り替えてから、ちょう
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ど１５年経過しているというような、設備の老朽化がやっぱり進んでまいりました。 

 総務財政課で取りまとめという形で、公共施設の状況、必要な経費等を取りまとめて

おりますけれども、福祉センター部分に関しましては、そういった設備、ボイラーの入

替えが、喫緊で予想される大きな支出になるのかなというふうに考えています。 

 以上です。 

○嚨本委員 高齢者の方が本当に大切な憩いとしておられる場所なので、今後も本当に維

持管理、その点よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 重なるところもありますが、この重層的支援体制整備事業について、先ほど

お話がありましたけど、この事業が始まって、これで何年になったんかしら。もう始ま

りは太子町は早かったと思うんです。まだよそは、いやこれ何しようと言ってるときに

いち早くやられて、ですので、これまでやってきて、職員さん、これはよかったなって、

やりやすいとか思っているのか、問題点を持ってないのか。何より住民さんにとって、

この重層的支援体制を取ったことで良くなったのか。悪くなったとは言いませんでしょ

うけど、良くなった点がありましたら教えてください。 

○嚨本福祉介護課長 この事業につきましては、目的が、そもそも地域共生社会の実現に

必要となる、包括的な支援体制を整備する手段の１つとして創設されまして、本町では

令和４年度よりスタートしておりますので、現在で３年超経過したところでございます。 

 導入前後で異なる点につきましては、スタッフ、主に専門職の配置が充実したという

点と、あと、他機関の共同の取り組みが加速をしているといった印象を持っております。 

 住民さんに対してというところで申し上げますと、この事業、ご存じのように社会福

祉協議会と町と深く連携しながら取り組んでおりますが、この分野で社協との連携とい

うのは欠かせないものとなっておりまして、建物がちょっと物理的に離れているという

点はございますけれども、毎日のように社協職員とは顔も合わせますし、住民さんにと

っては、どちらに相談しても対応できる体制となっておりますので、福祉センターが現

在地にある以上、やむを得ないという部分はございますけれども、デメリットばかりで

はないと考えております。 

 以上です。 

○西田委員 本当に重層的支援体制整備事業、これはもう社協と一番結びついているのか

な、他機関と言われるけど、と思うんです。そのときに、遠いけどねというのをそちら
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から言ってくれはりましたけど。 

 遠いというのは、車があって、職員さんの動きとしてはそんなに感じることはないか

と思いますけれども、やっぱり住民さんがあそこに行くのは、便利か不便かというと、

そう便利だとは言えないと思うんです。先ほど䭜本議員からもありましたけど、それな

ら、建物が建って何年なのよという話もあって、私は公共交通の会議へ行っていても、

あそこにバスを走らせるというだけで、ちょっとルートがくっと変、変ではないな、遠

くなっちゃって、バスの便数も増やされへんで、バスの台数も増やされへんかったら、

どうしてもその分が時間を取られるんですよ。 

 そう思ったら、お風呂も替えなあかんしとか思ってるんだったら、これは要望ですけ

ど、だから、もうみんな、そっちからも言ってくれはるけど、公共施設どうすんねんて

考えるときに、町の中心にあったら、少なくともバスがあそこまで行かなくなった分、

くるくるが、二重がくるくるくる回れるかなとも思いますし、本当に太子町の施設の在

り方を考える中でも、にぎわっている、１日平均５２.６人利用していて、あのお風呂

が。５００人はいないけど、５００人近く来るときもあるという利用者５千１９３人、

そういう利用者が多い太子町でも、公民館すごいじゃないですかと言っていたけど、こ

の社協１つだけでも、これだけ来ている住民さんに愛されている施設がいつまでも山の

上でいいのかということも。災害が起こったときに、お風呂、あそこは上って行けない。

ここにあって、お風呂使えますよというようなことにもなってもいいかなと思うので、

公共施設を考える１つに、社協の在り方、連携できる保健センターの在り方とかは考え

てもらいたいなと思っていますので、要望しておきます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 なかったら、ちょっと続けますけど、言ってくださいね。 

 その近所やったっけ、９１頁、これは言うとかなと思う。心身障がい者等給付金。も

し何だったら、全協の資料を開いてもらったらいいかなと思うんですけど、報告でお聞

きしましたけど、ちょっと詳しく聞かなあかんなと思って。 

 もう府内でも、うちと、どこやったっけ、高槻市でしたっけ、だけでしたよという話

なんですけれども、いい事業だったらやればいいと思うんですけど、でもそうは言いな

がら、この給付金、そもそもの成り立ち、昔はいろんなところがやっていたけど、今は

少なくなってきたという、やり始めた成り立ちからちょっと教えていただけますか。 

○嚨本福祉介護課長 町がこの給付金を開始した時期でございますが、ちょっと決算書、
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私もちょっと遡って見ておったんですが、３０年以上遡るというようなことで、３０年

以上前に始まったということですね、まず。時期的にはそういった時期。 

 成り立ちにつきまして、成り立ちといいますか、事業のきっかけ、状況ですけれども、

ちょっと推測が入りますけれども、全国的に障がい者に対するサービス給付、これ、今

とは比較にならないほど少なかった、これは事実でございます。少なかったという頃の

話でございます。 

 そのような状況を、サービス給付が少ない、現物給付できていないというような状況

を補う意味も含めて、各自治体で独自に現金給付が始まったのではないかというふうに

思っております。 

 以上です。 

○西田委員 でも、それでもどんどんほかの自治体がやめていく中、続けてきたというの

は、太子町で、住民の皆さん、喜んでくれていた施策じゃないのかなと思うんです。こ

の全部で、令和７年だったら、もしやったらね、５６７万２千円要りますよみたいな、

予算を出してくれていますけれども、そのお金が太子町に出せないお金じゃないと思う

んですけれども、太子町は障がい者の方に優しいんですよと自慢できる施策として残し

たらどうかなと思うんですけれども、それをやめようという提案をしようというのは、

どういったわけでしょうか。 

○嚨本福祉介護課長 ちょっと、ＡＩを活用しにくいご質問で、ちょっとお答えしにくい

んですけれども。 

 先ほどちょっと申し上げたような、現物給付が非常に乏しい中でスタートした現金給

付でございますけれども、これ、財源を申し上げますと、一般財源、税金といったとこ

ろでございます。そういったところも影響はあるんでございますけれども、ちょっと全

協でも申し上げましたように、状況はもう十分に把握していただいていると思いますけ

れども、今日に至るまで、障がい者施策の拡充ぶりというところ、決算額からもご確認

いただいたとおりでございますけれども、太子町が障がい者に優しい町と、これをやめ

るから、太子町は障がい者にひどい町ということには決してつなげてほしくはないんで

すけれども、先ほどから、現物給付が充実して参ったと申し上げておりますけれども、

現状で完璧かと言われると、まだまだ制度から漏れ落ちている部分がございます。 

 今年度も実際に、現行の制度からちょっと漏れ落ちている障がいをお持ちのお子さん

がいらっしゃる保護者の方、お母様からご相談を受けまして、ちょっと対応が必要だと
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いうような判断をさせていただいた結果、現行制度の拡充という部分ではございました

けれども、そういった現物給付につながるような制度の拡充も図らせていただいており

ます。 

 今後もそういったちょっと個別のニーズに応えていくというような、本当に必要とさ

れているニーズに応えるため、そういったことを１つ取りましても、財源というものが

必要になってまいりますし、そういった限られたものでございますので、有効活用させ

ていただきたいという意味も原課では持っておりますので、ご理解いただきたく思いま

す。 

 以上です。 

○西田委員 障がいもいろいろあるんだろうけれども、漏れ落ちているということは、も

う手帳を持っている人には、もれなくというか、身体、知的、精神とかあるけれども、

グレーゾーンか何かで、漏れ落ちている、手帳を持ってない方がいらっしゃって、ちょ

っと対応に困ったとおっしゃってるんですか。 

○嚨本福祉介護課長 手帳を持っている、持っていないで、当然ちょっと判断の分かれる

ようなところもございますし、手帳がなくても病院の先生の意見書があればいいですよ

というような対応を取っているところもございます。 

 先ほどちょっと申し上げた例は、障がいの区分、区分といいますか、種類ですね。主

に身体、精神、あと、療育、３つございますけれども、身体障がい者は対象になってお

ったけれども、療育は対象になっておらなかったというようなケースがございましたの

で、そこの部分の拡充ですね、これ療育も給付の対象に入れようというような部分での

制度拡充ということで申し上げさせていただきました。 

 以上です。 

○西田委員 こうやって、議会にも報告から始まっているので、これ、今もらっている方、

令和６年度決算で５９１人。この人たちにはまだ何も伝わっていないということですか。 

○嚨本福祉介護課長 現時点で９月号広報がお手元に届いておるかと思いますが、それを

もってということもないんですけれども、そこに一応、今年度の給付金のご案内、今年

度は実施いたしますので掲載しております。 

 その中に、この給付金につきましては、今年度をもちまして廃止というようなことも

ちょっと書かせてはいただいておりますので、まずは、ちょっと広報での周知というこ

とになりますけれども、あとは、近々で障がい者団体の方がご出席される会議がござい
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まして、その会議の中で、広報ではもうさらりとしか書いてございませんので、今ちょ

っと申し上げているような、全協でご説明したような内容のことも含め、丁寧にご説明

させていただこうかなというふうに思っております。 

 また、当然、直接通知するときには、ご本人様一人ひとりに、今年度の給付金の案内

通知を送るんですけれども、その中には当然書かせていただく予定をしておりますし、

個別で、またお問合せいただいたときには、丁寧なご説明でご理解を求めてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○西田委員 だから、もうなくなりますよ、もう決まっていますよという報告を受けたわ

けですね、ということは、もう皆さんにも伝えているし、９月広報にも載っていますし、

ということで、それは親切というのかどうか、ちょっと分かりませんけど。これをどう

しましょうかと聞くつもりはないということですよね。 

○嚨本福祉介護課長 これ、当然、廃止という決断に至るまでは、原課１つの課で当然決

断できるものではございませんので、意思決定という部分で協議は重ねてまいった結果

でございます。 

 以上です。 

○西田委員 きっと何年かたったら、これ、なくなったときすごく悲しむと思うし、何や

ねんと思われると思うし、でも、何年かたったら忘れられちゃうと思うけれども、でも、

やっぱり太子町ってと思う気持ちは残りますよ。 

 私、行革のときに、町立幼稚園にカラー帽子、あれ、たった１５万円だったかな、そ

れぐらいやったの。それまで削らなあかん太子町かというのを随分、あの当時言わせて

もらいましたけれども、どこに持ってくるかというところに、障がいをお持ちの方のと

ころに持っていくというところに、それでいいのかなと思うんです。 

 そうは言いながら、何やろ、切って、５００万円ぐらいですよね。太子町増やしたわ、

よかったわじゃなくて、説明の中では、この後、取り組み事例として、専門の職員さん

を置いて、もうこれに負けないことをするとおっしゃるんでしょう。だから、何やった

っけ、日常生活用具給付の対象者を拡大って、何やろう、用具の種類を増やすんやろか、

対象者を拡大と言わなくても、人が増えたら拡大するのかなと思うけれども、それを見

せてもらっても、たしか予算額４５０万円だったら、やっぱり１００万円ほど、これを

なくすことで削ってんじゃないと思ってしまうんだけど、そういう何やろ、算数的なも
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のの考え方は間違ってるんやろか。そこちょっと。 

○嚨本福祉介護課長 委員おっしゃった算数的な考え方、別に否定するものではございま

せんが、その算数的なお話で申し上げますと、既にもう現物給付で、かなり数字的には

使っているというのはご確認いただいたとおりでございます。 

 また、今年度につきましては、もう相談員、障がいの相談員を、事業は継続、継続と

いいますか、実施しますけれども、もう既に配置しておりますし、また制度のちょっと

拡充も柔軟に図ってまいりますので、削った金を使ってこれにするというような発想は、

原課には、そういった発想はちょっとございません。 

 当然、将来的にこれから新しい需要、対応が必要になった場合は、今回のこの廃止す

ることによる５００万円何がしという財源を別に気にすることなく、必要であれば上げ

ていくというようなスタンスでおりますので、ちょっとそういう算数的な考え方は否定

はしませんけれども、あまりこちらは持ち合わせておりませんということでお答えさせ

ていただきます。 

 以上です。 

○西田委員 誰ももらえるもんがなくなって喜ぶ人はいないと思うので、それは本当にち

ょっと丁寧に説明せなあかんのやろなと思います。 

 ただ、本当に、確かに補正予算でこの障がい関係ではもう毎回出てきて、別にそれを

これ以上出しませんとは言えへんから、障がいの方が受けられるサービスはどんどんど

んどん増えてきていると思うので、それは言うとおり、お金で解決じゃなくて、本当に

サービスはありますよということやと思うんですけれども、そういうのを、こういうサ

ービス、あなたでしたら受けられますよというのを、この相談員を加配してるんやろけ

れども、そこでしっかり周知することも必要ですし、その分、何かしんどい人も中には

いらっしゃると思う。そういう人のための減免とか、そういうサービス、プラスのこと

を考えるとか、ちょっとやっぱり先も考えていただきたいと思いますので、とても賛成

はできないし、もう決まったこととして報告されているのも、ちょっといかがなものか

なと思うんですけれども、この分は終わります。 

 そしたら、外出支援、９５頁にあるんですけれども、この支え合い型移動サービス支

援、これは何でしょう、これは寿喜菜ですか。ちょっとどういう形でやっているのか、

教えてください。 

○田村いきいき健康課長 本事業につきましては、現在、福祉介護課で所有しております
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２台の公用車を、移動支援サービスを実施している団体への貸出しを優先的に行ってお

ります。また、地域包括支援センターで予約や鍵等の管理を行っております。 

 令和６年度の貸出回数につきましては５０５回、利用者数、乗降回数ですけど、こち

らは１千４３７人となっております。 

 外出先としましては、病院が多くなっておりまして、午前診の受診に対応できるよう、

朝の時間外、庁舎７時ぐらいですね、７時台にも貸出しができるような調整は行ってい

まして、全ての平日におきまして、貸出用の２台の公用車は使用できる状態となってお

ります。 

 以上です。 

○西田委員 そうは言っても、ボランティアで、本当にこれがすごく人気がある、今おっ

しゃった５０５回、１千４３７人利用ということで、もう本当に断られることもあると

いうんです、中々予約が取れなくてって。 

 そうすると、ボランティア団体が、これで距離で何ぼとか取ってはると思うんですけ

れども、幾ら収入が上がっているかとかは、そこは把握するんですか、しないんですか。 

○田村いきいき健康課長 町としましては、公用車の貸出し、及び、地域支援事業になり

ますけど、訪問Ｄでの補助金を行っておりますので、収支等については把握できており

ません。 

○西田委員 これ、運転の上手な方が立ち上げのときもやってくださっていて、ずっとず

っとやっていると、これもう何年たつのかな、ボランティアでいつまでもこれができる

のか、次が育ってるんだったらいいんですけれども、先行きをどうお考えですか。 

○田村いきいき健康課長 現在、住民主体の移動支援サービスを実施している団体は３団

体ございます。現時点で、ほか把握している移動支援としましては、町内に介護タクシ

ーが３事業所、ＮＰＯ法人が２法人ございます。 

 実際、必要数として足りているかどうかの把握はできていないんですけど、利用目的

としまして、医療機関への受診が多いので、午前中の受診時に予約が重なるということ

で、予約が取れないということは考えられると思われます。 

 高齢者支援の担当課としましては、現在ある団体等の担い手が、やはり高齢者になっ

ておりますので、不足しないように、経営者となる住民の方を団体につなげたり、移動

支援サービスが継続できるような側面支援を努めていきたいとは考えております。 

○西田委員 私、それは数に入っていないと思いますけれども、磯長台だったら、移動サ
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ービスあって、それもまた本当にボランティアで、本当に病院に行く方が多い。ちょっ

と前までは上ノ太子駅やったけど、それは公共交通が走り出したから、今度それがなく

なって、病院でＰＬに行きたいというたら、ＰＬに来ているのにと思うんだけど、そこ

まで行かれへんというので利用されるんです。だから、やっぱりドア・ツー・ドアのと

ころなのかなと思ったら、福祉タクシーの制度を使うとか、片一方で、地域公共交通が

あるから、金剛バスが走っているときは、やはり企業の路線を走って、経営を圧迫した

らということがありましたけれども、太子町の中でやっていることなので、福祉的なサ

ービス、もう本当に最初の高齢者のお出かけ支援であり、お医者さんに行くためであり

というところが、もう少し手が届く、公共交通でやれればいいのだけれども、それより

もっと細かなことが今求められていると思うので、考えていただけたらなと。ちょっと

今やっているボランティア団体も高齢化していたら、そこにもっとみんな入りましょう

ねという啓発をするとか、中々やっぱり起伏の多い町ですので、努力していただきます

ようお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 言いますね、そしたら。９７頁のもう答えだけいただけたら。子ども医療費

助成、これ事業ですけど、１８歳まで助成ですけれども、もう今、無料に進むというの

が多いですし、大阪府があまりにもひどいから中々進まれへんねやけど、１８歳まで無

料にしたときの試算額だけ、ちょっと教えてください。 

○嚨野保険医療課長 子ども医療費の一部負担、病院での一部負担、今現在５００円かか

ってるんですけれども、集計されていますのが、１月から１２月で集計しておりますの

で、その数で申し上げますと、助成件数は１万９千７８２件、額としましては、自己負

担いただいていますのが８７６万円となっております。 

 以上です。 

○西田委員 まだ年間というと、もうちょっと高くなるのかなという感じですね。ありが

とうございます。 

 続きまして、保育の無償化について。開会挨拶でも無償化の対象を拡充しました。決

算の説明でもそうおっしゃっていただいて、本当にこの子育て支援、太子町としては、

私は進んでいるって、ほかの自治体よりも。さっきの子どもの医療費無料なんかしてく

れたら、もっとまた進むなと思うのだけれども、この保育の無償って、中々金額も張る

から言えないところを、町長の公約にもおっしゃっていただいて、１期目では最後まで
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いきませんでしたけれども、２期目ですから、段階的にも今期でやっていただけるのか

なと思ってるんですけれども、町長、どうでしょう、この任期中に保育の完全無償化を

進める決意で公約に掲げているんでしょうか。 

○田中町長 保育の無償化については、ぜひとも実現したいという思いはございます。 

 しかし、町の財政状況もあるというようなところでございます。 

 また、今、給食費の無償化も実施させていただいてるんですけれども、そちらが国で

ある程度手当てができるとか、そういう話もございます。 

 そういったところを総合的に判断しながら、今後、検討していきたいなというふうに

思っております。 

○西田委員 本当にね、国がやってくれたら、自治体が一般会計からどう出していくかと

いうことを考えていかなくてもいいんですけどね。特に、上に物を言うんでしたら、国

だけじゃなくて、国や府に対して物をしっかり言っていただいて、ちょっとでも持ち出

しが少なくなる努力はお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 そしたら、もうこれを最後に。１０７頁の一時預かり利用支援事業補助金。これ、あ

りがとうございます。元々やっている羽曳野市とか、河南町でしたっけ、自分ところの

市や町の住民さんだったら少し安くしているという、その分出しますということやった

んやけれども、ですから、そこだけが一時預かりの利用、太子町の住民さんも使ってい

いですよというところかなと思ってたんですけれども、ホームページを見たら、奈良と

かにもありますよね。これは何か所かやっぱり探されたのか、どういうふうにして、載

っているからには利用していらっしゃるのかなと思うんですけれども、拡大していった

努力のたまものなのか、ちょっと教えてください。 

○胡麻子育て支援課長 一時保育については、今現在、羽曳野市だとか河南町ですね、ご

利用されているのが多いのは、やはり河南町の、ぽけっとルームになります。 

 ただし利用にあたって、その施設の設置市の市民さんと差額がある金額に対して、太

子町の方についてはその金額を補助するということで申請をいただいてるんですけれど

も、申請のあった利用者さんについては、使ったんだなということは把握できるんです

けれども、多くは、その施設の利用料に差額を設けていない施設が多くありまして、奈

良県もしかり、２施設ご案内させていただいてるんですけれども、その施設については

差額を取っておられないということで、ご利用しているとしても、こちらのほうでの把

握というのができかねる状況ではあります。 



－８８－ 

 ちなみに、令和６年度のご利用者さんですけれども、ご利用していただいているのは

３家庭になります。延べ３１日間のご利用をしていただきまして、０歳から３歳までの

子どもさんになります。預ける時間は、その時々に違いますけれども、２時間から７時

間のご利用をされております。主に３時間、４時間、６時間というのが多くご利用して

いるような状況になります。 

 奈良のほうを開拓しているというのが、やはり利用できる施設をということで、制度

当初のときに、それぞれあたっていただいてのご利用の事業所を探したということにな

ります。 

 以上です。 

○西田委員 香芝市、葛城市も書いていて。だから、近くやから利用できます、だけれど

も、これを本当に利用しているかどうかまでは把握はしていないということですか。 

○胡麻子育て支援課長 委員おっしゃるとおり、把握はしておりません。 

 以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、健康福祉部関係についての質疑を終わります。 

 これをもちまして、本日の審議を終わります。 

 これにて委員会を散会します。 

 次回は、明日５日となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 本日はお疲れさまでございました。 

午後 ４時０９分 散 会 
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